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国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン

を踏まえた試行的取組の結果について

資料１－１

令和８年３月24日



「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン」を踏まえた試行的取組の実施

1

 令和６～７年度にかけて、ガイドラインを踏まえ、試行的取組を実施。

＜目的＞

・国立公園ならではの宿泊施設を目指す取組のモデルを示すこと。

・ガイドライン本格運用に向けた知見を集積すること。

 試行的取組に、環境省と連携して取り組んでいただく国立公園宿舎事業者を公募。

 試行的取組を踏まえたガイドラインの改訂を実施。



連携宿舎の選定と取組の進捗状況

2

宿泊施設 国立公園 試行的取組

尾瀬小屋 尾瀬
【取組１】木道の修繕作業等をコンテンツとする環境保全イベントの実施
【取組２】駆除シカに係る商品化に向けた実証実験、メニューでの品目表示

第一滝本館 支笏洞爺
【取組１】地域内の連携体制構築
【取組２】国立公園ならではの自然体験アクティビティの造成

ホテルジャパン志賀 上信越高原
【取組１】地域の宿泊事業者間における地域資源の共有と整理
【取組２】地域の自然と営みにまつわるストーリーの整理

水際のCamp-Us
水際のロッジ

足摺宇和海
【取組１】地域のストーリーを発信するための資料作成
【取組２】自然環境保全費用を付加した商品・サービスの試験実施

らうす餐荘 知床
【取組１】地域との連携基盤の構築
【取組２】国立公園ならではのアクティビティ造成、提供準備

 下の通り連携宿舎を選定。
 各取組について、有識者派遣も行いながら、伴走支援を実施。



令和６年度～令和７年度の試行的取組の成果（総括）

• 規模・価格帯・立地条件の異なる宿泊施設で、ガイドラインのステップアップ項目を踏まえた追加
的取組を試行的に実施。

• 各宿舎への伴走支援を通じ、自然環境保全への参画／地域との連携／国立公園の価値を伝える
体験・サービス造成等について、具体的な取組事例を整理した。

※各連携宿舎における取組内容等の概要は資料1-2参照

• 地域の会議体への参画や地域ストーリーと連動したアクティビティの実施など、「追加的取組」とし
てチェック項目として新たに設定。

• 積雪地・山小屋等の立地特性に応じ、例示・対象外とする項目の整理を実施。

• 追加的取組を事例集に掲載するとともに、実際にチェックを行っていただき、宿舎事業者がチェッ
ク可否を判断しやすいよう、表現・構成の改善を実施。

• 試行的取組の実施を通じて、各公園において宿舎と現地職員の連携を強化。

• また、意見交換会を通じ、ガイドラインの考え方や各宿舎における課題・取組の工夫に関する知見
を相互に共有。

成果③ 連携宿舎及び現地職員との協働基盤の形成

成果② ガイドライン本格運用に向けた知見の集積

成果① 国立公園ならではの宿泊施設を目指す取組の実装モデルの具体化

 試行的取組を通じて、ガイドラインを現場で実装可能なものとしていくため、具体的なモデルと
知見を蓄積するとともに、本格運用に向けたガイドラインの改善等を図った。
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試行的取組の施設概要及び追加的取組の概要 

施設名 ①尾瀬小屋 ②第一滝本館 ③ホテルジャパン志賀 ④水際のロッジ/CampUs ⑤らうす餐荘 

国立公園 尾瀬 支笏洞爺 上信越高原 足摺宇和海 知床 

客室数 38 室 ３８７室 ８６室 ロッジ：10 室／CampUs：15 室 20 室 

平均価格 
14,000 円 

（1 人当たり、1 泊 2 食） 

22,550～54,450 円 

（2 名 1 室、1 泊 2 食） 

７，７００～２４，０００円 

（2 名 1 室、1 泊 2 食） 

25,000～47,500 円（１人、1 泊 2 食） 

10,000～30,000 円（１人、1 泊 0 食） 

スタンダード：50,000～１0０,０００円 

（１人当たり、1 泊２食） 

取
組
１ 

取組 

内容 

木道の修繕作業等をコンテンツとする環

境保全イベントの実施 

地域内の連携体制構築 地域の宿泊事業者間における地域資源

の共有と整理 

地域のストーリーを発信するための資料

作成 

地域との連携基盤の構築 

 尾瀬の木道 桟
さ ん

木
ぎ

打ちを行うイベン

トの試行実施 

 アクティビティ開発も視野に入れた

地域内関係者との連携体制構築 

 地域の宿泊事業者間での地域資源

（歴史、文化、自然資源と関係する取

組）の共有・整理 

 地域のストーリーを整理・発信するた

めの基礎資料の作成 

 関係者との連携に向けた意見交換

会の実施 

達成する 

ステップ 

アップ項目 

 

（上段： 

1.0 版） 

 

（下段： 

改定版） 

 2-1-（２）宿泊客などの利用者が国

立公園の自然環境保全に参加する

機会を設けている 

 2-２-（４）宿泊施設自らまたは地域

の事業者、観光協会等の団体と連携

してアクティビティを開発し、提供し

ている 

 1-2-(1)地域への理解と取組への

参画 

※国立公園に関係する協議会以外

の地域との連携方法について、ガイ

ドライン改定版のステップアップ項

目に設定予定 

 2-２-（１）地域におけるストーリーが

整理されており、情報発信、アクティ

ビティ実施の際等に、利用に対して

そのストーリーを伝えている 

 

 2-２-（１）地域におけるストーリーが

整理されており、情報発信、アクティ

ビティ実施の際等に、利用に対して

そのストーリーを伝えている 

 

 1-2-(1)地域への理解と取組への

参画 

※国立公園に関係する協議会以外

の地域との連携方法について、ガイ

ドライン改定版のステップアップ項

目に設定予定 

 No.２3：宿泊客などの利用者が国立

公園の自然環境保全に参加する機

会を設けている 

 No.５６：宿泊施設自らまたは地域の

事業者、観光協会等の団体と連携し

てコア項目を満たすアクティビティ

を開発し、提供している 

 No.１３：国立公園の保護または利用

に関係する協議会に参画している

（加盟する団体としての加入も含む） 

 No.5５：地域もしくは宿泊施設自身

において、国立公園の要素を含む地

域のストーリー（自然・暮らし・文化な

ど地域の資源をつなぎ、その風景地

の成り立ちや価値を伝えるもの）や

望まれる体験等を整理したもの（イ

ンタープリテーション計画等）が作成

されており、紹介するアクティビティ

（コア項目を満たすもの）と、地域の

ストーリーや望まれる体験が連動し

ている 

 No.53：地域もしくは宿泊施設自身

において、国立公園の要素を含む地

域のストーリーや望まれる体験等を

整理したものが作成されており、紹

介するアクティビティと、地域のスト

ーリーや望まれる体験が連動してい

る 

 No.１３：国立公園の保護または利用

に関係する会議体等に参画している

（加盟する団体としての加入も含む） 

進捗 

 8/25 に桟木打ちイベント実施済。

参加者からは取組への理解ととも

に、継続的な参加意向などを確認 

 令和８年度以降も、同様の取組スキ

ームで、環境省の直轄歩道について

環境省・檜枝岐村と連携して取組を

進めていくことを整理 

 9/11 に地域関係者との意見交換会

を実施し、夏ツアー案に対する実現

可能性や懸念点を確認 

 今後の新たな夏ツアー造成に向け、

地域関係者の情報交換や合意形成

を継続的に実施 

 地域関係者へのヒアリング等を踏ま

え、人気の高い既存の冬ツアーにお

いて、国立公園の価値・魅力を伝え

る説明内容を環境省現地事務所とも

相談し、作成 

 ６月に地域宿泊事業者との意見交換

会を計３回実施し、ストーリーブック

作成に向けたキーワード等を整理 

 ２月に取組２のストーリーブックの最

終案を地域関係者に共有し、とりま

とめ 

 ストーリーの整理に向けた地域関係

者へのヒアリングを実施 

 伝えるツール（地域資源の解説書、ガ

イドツアー等に使用するカード、スト

ーリーを踏まえた手ぬぐい）を作成 

 6/20、9/16 に地域関係者との意

見交換会を開催 

 ３/１７に地域関係者を招いたモニタ

ーツアーを実施し、ツアー内容（漁協

における競り見学ツアー及び熊学習

ツアー）に関する意見交換を実施 

成果・ 

課題 

 山小屋として来訪者（リピーターやフ

ァン等）を巻き込んだ登山道整備に

向けた取組スキームの一例を整理 

 今後、歩道管理者による維持・管理

との役割分担・連携も含め、山小屋

単体だけでなく地域の山小屋と連携

した取組実施等を予定 

 地域関係者へのヒアリング、意見交

換を通じて顔の見える関係を築き、

今後新たなツアーを造成する際の手

続き・相談先や、地域の成り立ちや

地形・動植物の情報等の確認先等、

目的別に相談・照会先を整理 

 今後、国立公園の魅力をより理解し

伝えていくための、関係者とのより

一層の連携強化を進める 

 地域関係者（主に経営層）が年代を

隔てず地域資源や地域の成り立ちを

共有できる場を設け、共有できる仕

組み（各種打合せで確認等）を構築 

 今後、ベテランと若手の経営層の双

方で積極的な共有が図られ、地域全

体で継承されていくよう、取組を進

める 

 地域関係者ヒアリング、ヒアリング結

果より整理した、ガイドツアー用のカ

ードとその解説書及び地域ストーリ

ーを俯瞰することができる手ぬぐい

を作成 

 今後、本業務の成果物および作成過

程で整理した資料等を活用し、ガイ

ドツアー等で国公園の魅力を今まで

以上に伝える活動を予定 

 地域関係者との意見交換を通じて、

今後開業する施設のコンセプト、運

営事業者の思い、国立公園ならでは

の体験（ツアー）等について相談や手

続等の確認が出来る体制を構築 

 今後の開業に向けて、また、開業後

も地域を牽引する宿泊施設として存

在感を発揮するために積極的な地域

関係者との連携が図られる見込み 
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施設名 ①尾瀬小屋 ②第一滝本館 ③ホテルジャパン志賀 ④水際のロッジ/CampUs ⑤らうす餐荘 

国立公園 尾瀬 支笏洞爺 上信越高原 足摺宇和海 知床 

客室数 38 室 ３８７室 ８６室 ロッジ：10 室／CampUs：15 室 20 室 

平均価格 
14,000 円 

（1 人当たり、1 泊 2 食） 

22,550～54,450 円 

（2 名 1 室、1 泊 2 食） 

７，７００～２４，０００円 

（2 名 1 室、1 泊 2 食） 

25,000～47,500 円（１人、1 泊 2 食） 

10,000～30,000 円（１人、1 泊 0 食） 

50,000～１５０,０００円 

（1 泊 1 名） 

取
組
２ 

取組 

内容 

駆除シカに係る商品化に向けた実証実

験、メニューでの品目表示 

国立公園ならではの自然体験アクティビ

ティの造成 

地域の自然と営みにまつわるストーリー

の整理 

自然環境保全費用を付加した商品・サー

ビスの試験実施 

国立公園ならではのアクティビティ造

成、提供準備 

 捕獲されたニホンジカを活用したメ

ニュー開発と利用者への提供に向け

たスキーム作り 

 メニューへの品目、背景の表示 

 自然環境保全の要素を盛り込んだ自

然体験アクティビティの造成（夏冬で

各１件） 

 【取組１】で整理した地域資源にまつ

わるストーリーを、ストーリーブック

等として整理し発信 

 自然環境保全費用を付加したサービ

スの仕組み構築 

 地域事業者と連携したアクティビテ

ィの開発 

達成する 

ステップ 

アップ項目 

 

（上段： 

1.0 版） 

 

（下段： 

改定版） 

 １‐２（２） 地産地消について、具体的

な使用品目や割合等の情報を開示し

ている 

 2-１-（２）宿泊客などの利用者が国

立公園の自然環境保全に参加する

機会を設けている 

 2-２-（１）地域において、インタープ

リテーション全体計画が策定されて

おり、アクティビティとインタープリ

テーション計画が連動している 

 2-1-(2)土産物や宿泊プラン等に

自然環境保全に必要な費用を付加し

た商品を販売し、その売り上げの一

部を立地する国立公園の自然環境

保全の活動等に還元し、その情報を

来訪者にも提供している 

 2-2-(3)アクティビティの参加申込

みを受付けている 

 2-2-(4)宿泊施設自らまたは地域

の事業者、観光協会等の団体と連携

してアクティビティを開発し、提供し

ている 

 No.40：提供する食材について、地

域で生産・加工された食材であるこ

と、具体的な使用品目、生産者や生

産背景などの魅力を宿泊客に伝わ

るようにレストラン入口の掲示やメ

ニュー表等で示している 

 No.２3：宿泊客などの利用者が国立

公園の自然環境保全に参加する機

会を設けている 

 No.5５：地域もしくは宿泊施設自身に

おいて、国立公園の要素を含む地域の

ストーリー（自然・暮らし・文化など地

域の資源をつなぎ、その風景地の成り

立ちや価値を伝えるもの）や望まれる

体験等を整理したもの（インタープリテ

ーション計画等）が作成されており、紹

介するアクティビティ（コア項目を満た

すもの）と、地域のストーリーや望まれ

る体験が連動している 

 No.24：土産物や宿泊プラン、ガイド

ツアー等に自然環境保全に必要な費

用を付加した商品を販売し、その売

上の一部を立地する国立公園の自

然環境保全の活動等に還元し、その

情報を利用者にも提供している 

 No.5９：アクティビティの参加申込

を受け付けている 

 No.５６：宿泊施設自らまたは地域の

事業者、観光協会等の団体と連携し

てコア項目を満たすアクティビティ

を開発し、提供している 

進捗 

 地産地消の品目開示の取組強化に

向け、表示方法の改善を実施 

 シカについて８月に片品村の出荷制

限が解除され、１０/１１より村内で駆

除されたシカを尾瀬小屋で提供 

 令和８年度の継続提供に向け、地域

関係者等と調整を継続的に実施 

 既存の冬ツアーを国立公園の価値・

魅力を伝えられる内容にブラッシュ

アップし、モニターツアーとして試行 

 ガイドツアー等のアクティビティ参加

料の一部を協力金として受け取り、

自然環境保全への還元に繋がるスキ

ーム構築に向けて、寄附候補先の整

理等、関係者の状況確認を行った

（次年度以降のツアー催行の中で実

施予定、HP 等でも周知予定） 

 【取組１】の結果をもとに地域の特徴

や自然・歴史・文化、地域カレンダー

（行事や植物等）、若手へのインタビ

ュー内容等をストーリーブックとして

作成（一部抜粋して英訳版も作成） 

 （再掲）２月中旬にストーリーブック

の最終案を地域関係者に共有し、と

りまとめ 

 自然環境保全に必要な費用を付加し

たサービス提供を実施中 

 サービスのコンセプトや内容、費用

の還元先等について、発信する内容

を整理し、実際の運用の中で使用事

例を蓄積 

 意見交換会で提示したツアー（熊学

習、競りツアー等）の具体化に向けて

モニターツアーを実施し、意見交換

において今後の方針等を確認 

 知床地域内の宿泊事業者が実施す

る取組（クマ活）について、今後の参

考となる取組として確認を行った 

成果・ 

課題 

 片品村産シカ肉メニューの提供開始

をSNSで発信し、投稿を見て尾瀬を

訪れる来訪者も確認 

 今後、地産地消の品目開示につい

て、地域の食文化のストーリー（地元

食材や生産者等の紹介）とあわせて

表示することで、利用者の地域への

理解や関心の向上を期待（地域内の

山小屋への情報提供も想定） 

 エネルギー使用量削減に向け、常温

レトルトメニューを開発し導入予定 

 既存ツアーの磨き上げとともに、自

然環境保全のスキームを構築に向け

た検討を実施（寄付先等を整理） 

 モニターツアーの参加者の声として

国立公園の説明に加えて、温泉や健

康などの登別ならではの特徴も踏ま

えた説明があると訴求しやすいなど

の声があった 

 今後、その他の既存ツアーにも国立

公園の魅力が伝わる説明内容を加

えるとともに、地域関係者と連携し

た協力金のスキームの運用を予定 

 ストーリーブック（日本語版）を作成

し、各施設に設置し、地域サイト「一

の瀬ナビ」へ掲載（英語版は最終確

認後、印刷して核施設に配布） 

 今後、経営層の声、利用者の声を確

認し、ストーリーブックの活用場面な

どを検討し、地域内の継承とともに

利用者への訴求を実施 

 今後、本ストーリーブックを踏まえた

地域関係者の地域資源等の共有が

一層図られるとともに、後継者への

継承されていくよう取組を進める 

 「森コイン」の目的、スキーム、発信内

容及び方法を整理 

 今後、本サービス内容に関し、地域

関係者の理解醸成を図りながら（寄

付のお礼として利用者の参加・体験

への協力等）、地域外からの利用者

への特に旅マエ・旅ナカにおける周

知強化および理解醸成を図る 

 モニターツアーを踏まえ、開業当初

から宿泊プランとしては提供できな

いが、地域関係者と連携した具体化

を今後も実施（羅臼湖に関するツア

ーも状況を踏まえながら継続検討） 

 まずは開業と開業後の運営に注力す

るものの、運営を軌道に乗せなが

ら、試行的取組で検討したアクティビ

ティの具体化を図る 

 あわせて、ガイド事業者との連携と

内製化について取組を検討 
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R7.6 第5回検討会

・試行的取組の進捗について
・ガイドライン改定及び手引き策定について（論点）
・令和8年度以降の運用方針について（論点）

R7.10 第6回検討会

・試行的取組の進捗について
・ガイドライン改定及び手引き策定について（方向性）
・令和８年度以降の運用方針（案）について

R7.12 第７回検討会

・試行的取組の進捗について
・ガイドライン改定版（素案）・手引き（素案）について
・令和８年度以降の運用方針（案）について

令
和
７
年
度

6-12月
検討会委員による御視察
（各箇所1回ずつを想定）

＜参考1＞
・志賀高原：6月実施済
・尾瀬小屋：8月実施済
・水際のロッジ/CampUs：
10月実施済

・第一滝本館：２月実施済
・らうす餐荘：３月実施済

＜参考2＞
11月17-18日：
連携宿舎同士の意見交換会実施

R８.３ 第８回検討会

・試行的取組の成果報告
・ガイドライン改定版（最終案）・手引き（最終案）について
・令和８年度以降の運用方針（最終案）について
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前回検討会の指摘事項と対応方針

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

① ブランドプロミスとガイドラインの関係図について（修正後ガイドラインp.3）

・ブランドプロミスとガイドラインの関係について、必ずしも一対ではないため、一部
補完している項目なども示せるように検討してほしい。一覧表にすることで理解さ
れない場合も想定されるため、関係性を分かりやすく提示できるよう工夫をお願
いしたい。（下村）

・編集的な視点として、ガイドラインの4ページも縦組にすべき。（寺田）

• 御指摘を踏まえ記載ぶりを修正させていた
だきました。

② 対象となる施設の整理について（修正後ガイドラインp.3）

・ガイドラインの対象について、「全ての宿舎事業者」となっているが、キャンプ場、保
養所、簡易宿泊、民泊も対象となるのか。（高山）

・環境省の国立公園事業において、キャンプ場（野営場）は宿舎事業とは別の事業に
なっている。対象を明記して環境省の姿勢を示してほしい。（下村）

• 本ガイドラインの目的として、国立公園なら
ではの体験を提供する宿泊施設のあり方に
ついて整理を行ったものであり、一般利用
者に対して宿泊サービスを提供する施設を
対象とすることを想定していますが、キャン
プ場（野営場）やグランピング施設にとって
も参考になる項目が多数含まれると考えて
おり、その旨をガイドラインに追記いたしま
した。

③ コア項目の考え方について（修正後ガイドラインp.4）

・3ページのガイドラインの使い方の図について、コア項目がどのような性格のもの
か伝わるよう、見せ方を検討してほしい。また、コア項目は全てクリアしていただく
ことを明記すべき。更に、下の項目名がブランドプロミスになっているため、ガイ
ドラインの項目にすべき。（下村）

• 御指摘を踏まえ記載ぶりを修正させていた
だきました。

（１）ガイドラインの記載について

資料３



2

前回検討会の指摘事項と対応方針

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

④ 地域との連携や雇用の創出に関する記載ぶりについて（修正後ガイドライン７p）

・ガイドライン全体が環境面に寄りすぎており、規制的な印象になっている点が懸
念される。地域貢献・地域連携は本来コア項目に位置づけてもよい内容だが、ス
テップアップ項目に留まっている。地域経済や雇用創出（若者・Iターン含む）につ
ながる視点を、より積極的に盛り込むべき。アクティビティは自然体験に限らず、
商店街や飲食店など地域事業者との連携も含めるべき。（永原）

・地域制国立公園として、地域と協働する管理運営へ転換する環境省の姿勢を明確
に示す必要がある。（下村）

• 地域への貢献や地域との連携に関する項目
としては、御指摘のとおり共通項目１－２
「地域と一体となった取組の実施」において
整理しており、地域の雇用創出については
No.14、地域事業者と連携したアクティビ
ティの創出についてはNo.54及びNo.５５
に項目を設けているところです。

• 令和８年度以降の取組において、各宿舎事
業者について、本ガイドラインに沿って
チェックを行っていただくことを想定してお
り、その結果も踏まえつつ、必要な見直しに
ついて検討してまいりたいと考えています。

⑤ フロン・メタンの記載について（修正後ガイドラインp.1４）

・ガイドラインの１４ページのNo.42が温室効果ガス排出量となっているが、No.43
以降を見るとカーボンしか書いていない。フロンやメタンも含まれるのか。また、施
設によっては排出量が測れないため、提示方法は考えていただきたい。（高山）

• GHGプロトコル上はフロン類やメタンも含
まれますが、把握の難易度を踏まえ、本ガイ
ドラインでは二酸化炭素排出量を中心に整
理しています。

⑥ 校正について

・最終的にプロの校正を経て公表となるのか。予算的、時間的に対応可能であれば、
より確実性が高まると思う。（寺田）

• 御指摘を踏まえ、校正を行い、修正させて
いただきました。

（１）ガイドラインの記載について（つづき）
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前回検討会の指摘事項と対応方針

（２）手引きの記載について

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

① 国立公園の概要の説明について（修正後手引きp. ４）

・手引きの国立公園の概要の説明（２）保護と利用のところは、大変重要な項目であ
り、現状では記載が少ない印象。「保護と利用の好循環」といった話も出てくるた
め、保護とは何か、利用とは何か、を明記すべき。さらに利用の中で公園事業の説
明があるが、こちらも記載が少なく、宿舎事業とは何かを明記する必要がある。宿
舎事業を続けていくために必要なことなどが記載されていないと、これまで宿舎
事業者として施設運営している方々に、改めて周知していくという観点では記載
内容が不足している。（愛甲）

・公園事業における宿舎事業の位置付けについても明記が必要。宿舎事業の把握も
運用上必要な観点であるため、記載していただきたい。（下村）

• 御指摘を踏まえ修正させていただきました。
（手引きp.４）
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前回検討会の指摘事項と対応方針

（２）手引きの記載について（つづき）

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

② 「（1） 「国立公園ならではの宿泊施設」として目指す姿」の記載ぶりについて

（修正後手引き7p）

• 「海外ではこうだが日本ではこうではない」という記載があるが、削除をお願い
したい。環境省がガイドラインを作成し運用していく意義として、国立公園があ
り、脱炭素や資源循環、自然共生に向かっていく今の社会だからこそ必要だと
いう点を強調していただきたい。海外ではやっているけど日本ではやっていな
いということが冒頭に出てくると弱気に聞こえてしまう。海外のスタンダードも
きちんと考慮しているということは明記してもよい。（加藤）

• 「自己変革や学びを得るアドベンチャートラベルに対する」との記載があるが、こ
れはアドベンチャートラベルに関することだけではないため、学びを得る旅の形
という記載でも良い。（加藤）

• 「自然保全に参画いただくことが唯一無二の滞在体験にもなる」という記載に
ついて、滞在体験自体が保全にも経済循環にもつながっていくことが記載され
ていても良い。（加藤）

• 姿勢の示し方は難しいが、宿泊施設にとって必要なことであることを示して頂
きたい。（下村）

• 環境省の姿勢をどう見せるのかというメッセージはとても大事だが、分かりづ
らくならないように配慮いただきたい。公表後、メディアが紹介する際にはおそ
らくガイドラインの手引きの7ページの「国立公園に期待すること」をAIなども
活用しながら概要としてまとめることが想定される。環境省としては絶対的に
譲れないメッセージをしっかり打ち出してほしい。（寺田）

• 頂いた意見を踏まえて、環境省としての考え方を議論頂きたい。国立公園なら
ではの体験には経済循環の観点も記載されていて良いと思う。ブランドプロミ
スとリンクさせながらまとめてほしい。（下村）

• 御指摘を踏まえ、記載を修正させていただ
きました。
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前回検討会の指摘事項と対応方針

（２）手引きの記載について（つづき）

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

③ 手引きとガイドラインの連動について（修正後手引きp.８～）

・手引きの番号はガイドラインと相番になる使い方と認識。番号をスムーズに辿れる

  よう、フォントを変えるなど、分かりやすくする工夫をお願いしたい。（寺田）

• 御指摘を踏まえ修正させていただきました。

④ チェックの考え方の記載ぶりについて（修正後手引きp.８～）

・各項目についてチェックの考え方が記載されているが、「想定する項目を実施して
いればチェック可能」というのがガイドラインとしての主旨であるため、冒頭1箇所
に記載すればそれぞれに記載する必要は無いのではないか。例えば1番の「全ての
定量的な目標が設定されていなくても良い」といった特筆すべきことがある場合の
み記載する方が分かりやすいのではないか。やっていなくても良いというミスリー
ドにつながることを懸念している。（加藤）

• 手引きのページ数が多く、また、一部を参照
する利用の方法も想定しているため、各項
目のみを見ても伝わるよう、「想定する項目
を実施していればチェック可能」の文言につ
いては各項目に記載する方針としたいと考
えています。

⑤ チェック項目の記載ぶりの修正について（修正後手引きp.２１）

・21ページについて、現場を知っている者から見ると修正が必要な点がいくつかあ
る。（高山）

 コア項目のNo.27について、発電機は重油や軽油を使うが対象として読めな
い。

 コア項目のNo.28に電球等と書いてあるが、そもそも電球が無いところもあ
る。

 エコマークの商品であれば空調と書くよりは冷暖房機器と書いた方が良い。

 照明の場合は機器と言わず照明器具と言うため見直しが必要である。

 日本の場合は温水機器があり、特に電気便座はずっとついている。日本特有の
ものではあるが、チェック対象とするかどうか確認する必要がある。

• 御指摘を踏まえ、修正しました。
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前回検討会の指摘事項と対応方針

（２）手引きの記載について（つづき）

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

⑥ 収益還元について（修正後手引きp.２７）

・宿泊施設に対して収益還元はハードルが高い話であるが、例えば連泊の利用者に
はリネン交換を毎日でなく2日ないしは3日に1回にするなどの取組を提案し、その
取組のなかで浮いた部分を還元いただくという説明をすると良い。このような具
体例も明記できると良い。（高山）

• 御指摘を踏まえ、No.３８のチェック項目の
記載を追記しました。

⑦ 取組事例集について（修正後手引きp.４４～

・取組事例集について、「自然風景の保全」に事例が無く、自然風景の保全を軽視し
ているように見えてしまうのは良くない。ガイドラインのステップアップ項目に沿っ
た事例が今は無いのであれば、例えばこのような取組が考えられるという事例を
記載することや、コア項目に関係のあることを事例として挙げることでも良い。自
然風景の保全を軽視するように受止められるのは環境省としても非常に良くない
のではないか。（愛甲）

・自然風景の保全をどれぐらい広く考えるかだが、例えば志賀高原の和合会が実施
している建物のセットバックも広くとらえれば自然風景の保全に繋がるひとつの事
例と言えるのではないか。（下村）

• 御指摘を踏まえ「自然風景の保全」のコア項
目に該当する事例を追加しました。

⑧ URLの誤りについて（修正後手引きp.６０）

・ガイドラインの手引きの51ページのGoogleやbooking.comについて、おそらく
booking.comのURLに誤りがあるため確認頂きたい。（高山）

• 御指摘を踏まえ、掲載しているURLについ
てチェックを行い、更新しました。

⑨ アクセシビリティやインクルージョン等の記載の追加について

（修正後手引きp.６１）

・英語版も出ることを鑑みると、アクセシビリティやインクルージョン、特に日本の場
合だと大浴場はあるけどトイレも男女しかないという点や、アレルギー対応、ノン
ポークも含めた点を、どこまでこのガイドラインに含めていくか、今後検討いただけ
るとありがたい。（高山）

• 御指摘を踏まえ、観光庁の「観光施設におけ
る心のバリアフリー認定制度」を追記しまし
た。
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前回検討会の指摘事項と対応方針

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

① チェックリストの配布・回収スケジュールについて

・チェックリストの配布・回収のスケジュールについて、エネルギー使用量の前年比確
認などは、宿泊施設によっては唐突感もあり、難しい部分もあると思う。かなり事
前からの周知（今の時点からデータを確認してもらうなど）が必要ではないか。（寺
田）

• 御指摘を踏まえ、余裕をもった事前周知の
方法についても検討するとともに、事前説
明会の充実やチェックリストの配布から回収
までに数カ月程度余裕を設けるなど、工夫
して対応してまいります。

② 山小屋へのフォローについて

・山小屋について、チェックシートの配布・回収が秋以降となると、営業期間との兼ね
合いも確認していただく必要がある。現地事務所を通して丁寧に説明や広報を実
施して頂きたい。（愛甲）

• 御指摘を踏まえ、山小屋等も念頭にチェック
シートの配布・回収及び広報方法を検討して
まいります。

③ 質問や困っていることに関する情報収集について

・各施設がチェック項目以外に困っていることについて情報を収集する良い機会に
なるのではないか。このような取組の機会もそうそう無いため、チェックリストとは
別に質問事項欄や困っていることを記載できる仕組みがあると良い。（永原）

• 御指摘を踏まえ、チェックリスト配布の際の
様式に、自由記載欄を設け、質問事項や
困っていることなどを記載いただけるよう
に工夫したいと思います。

④ 説明会について

・湧水利用で水道にメーターがついてないところはどうするのかという思いはある。
そのような観点も踏まえて環境省らしい説明会にしていただきたい。ガイドライン
の項目を説明するだけではなく、そもそもなぜ取組まないといけないのかという環
境教育の観点で大学と連携するなど、宿舎事業者が自分ごととして腑に落ちる説
明をお願いしたい。（高山）

• 御指摘の内容も含め、説明会の内容を引き
続き検討してまいります。

⑤ サステナビリティに関する取組と利用者への負担とのトレードオフについて

・サステナビリティに関する取組を推進することでお客様に負担を強いる部分もあり、
宿泊施設がクレームを得てしまう不利益なども想像しながら対応頂きたい。このよ
うな点もフォローしていかないとステップアップ項目まで辿りつかない。（井門）

• 運用開始後、宿舎事業者の御意見も踏まえ
ながら適切にフォローを行うとともに、必要
に応じてガイドラインの在り方の見直しにつ
いても検討してまいります。

（３）ガイドラインの運用について



8

前回検討会の指摘事項と対応方針

指摘事項（委員名敬称略） 対応方針

⑥ 広報の実施方法について

・各公園で協議会や会議体があるため、そのような場でも共有して広報していただ
くと非常に効果的だと思う。宿泊施設以外の事業者の方や関係者も知っていただ
くべき内容だと思う。（愛甲）

・広報の対象として、教育機関も視野に入れていただけると良い。持続可能な観光に
ついて教育活動をしている大学の観光学部や、地域創造に関する学部、自然保護
に関する教育機関などがある。（加藤）

• 御指摘を踏まえ、現地担当官とも連携しな
がら、各公園の状況に合わせて協議会等の
会議体における紹介・周知についても検討
してまいります。

• 御指摘を踏まえ、地域で活動している大学
関係者などにも情報が伝わるよう、幅広く
周知に取り組んでまいります。

⑦ Q＆A集について

・宿泊施設向けのQ&A集のようなものがあると良い。（井門）

• R8年度以降の運用状況も踏まえ、Q＆A集
の作成も検討してまいります。

⑧ この取組によりどのような将来像に繋がるのか整理が必要

・現場で話を聞くと、温泉地は燃油の利用は減らしたいのはやまやまだが、温泉を止
めることはできない上にシャワーの利用も増加しており、水利用も燃油利用も増え
ている。どのように減らせるか、もう少し具体的な方法を示してほしいなどの意見
もある。ごみの分別に関しても市町村に従う旨が記載されているものの、市町村の
取組にも差異があり、サーマルリサイクルになるのか、マテリアルリサイクルになる
のか、リサイクルセンターがあるかによっても対応が異なる。この取組によってどの
ような将来像に繋がっていくのかなど、基本的なことが分からない宿泊施設向け
の対応について、来年度以降でも構わないため、将来的に検討いただきたい。（井
門）

・将来的にどのように繋がっていくのかという点については、もう少ししっかり伝え
られると良い。連携協定の意義を含めて、環境省が連携して進めていく点も明記し
たほうが良い。環境省が国立公園のブランド化を宿舎事業者と一緒に進めるため
のガイドラインであるという位置づけや姿勢がしっかりと伝わるよう工夫してほし
い。 （下村）

• ガイドラインの趣旨や将来的にどのような
効果があるかについて、実施予定の説明会
でもわかりやすく伝わるよう準備を進めて
まいりたいと思います。

• 連携協定などの具体的な施策については毎
年度変更があり得ることから、運用状況も
踏まえ記載の是非について検討させていた
だきます。なお、環境省の姿勢については
「はじめに」などに記載をさせていただいて
おります。

（３）ガイドラインの運用について（つづき）
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I. 本ガイドラインについて 

 はじめに 

環境省では、国立公園の優れた風景を未来に引き継いでいくため、自然を満喫できる上質な

ツーリズムを実現し、地域経済の活性化や自然保護への再投資を図る「国立公園満喫プロジェク

ト」を進めています。 

 

日本の国立公園には多くの私有地が含まれており、人々の生活が営まれ、農林業や観光業な

ど様々な事業活動が行われています。このため、国立公園における保全活動や来訪者への利用

サービスの提供に当たっては、地域や関係事業者の皆様との協働が不可欠です。 

環境省では、国立公園に関わる地域関係者の皆様と共通理解を持って取組を進めていくため、

令和５年６月に「国立公園ブランドプロミス」（国立公園が来訪者・地域に約束すること）を定めま

した。このブランドプロミスに基づき、官民協働による取組を進めることで、日本の国立公園が

世界からの目的地（デスティネーション）としていくことを目指しています。 

このうち、特に宿泊施設については、国立公園内に滞在し、国立公園ならではの体験を得る唯

一無二の「滞在体験」の核となるものであり、更なる魅力向上等を進めていくことが重要です。 

 

こうした背景から、環境省では、「国立公園ブランドプロミス」も踏まえ、国立公園内の宿泊施

設として備えることが期待される機能を整理し、宿泊施設の皆様に参考としていただけるよう、

本ガイドラインを策定しました。 

具体的には、国立公園内の全ての宿泊施設に備えていただきたい機能を「コア項目」として示

し、さらに、理想像である「国立公園ならではの宿泊施設」に備えていただきたい追加機能を「ス

テップアップ項目」として示しています。 

 

宿泊施設の皆様には、本ガイドラインを活用いただきながら、「国立公園ブランドプロミス」の

実現に向け、環境省とともに取り組んでいただければ幸いです。 
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図表 1 国立公園のブランドプロミスとブランディング活動 
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 ガイドラインの概要と使い方 

（1） ガイドラインの概要 

本ガイドラインでは、「国立公園ならではの宿泊施設」として備えることが期待される機能を国

立公園ブランドプロミスに沿って、全部で５つの分類（９つの小分類）に整理しました。その中で、

国立公園内の全ての宿泊施設 1に備えていただきたい機能を「コア項目」、理想像である「国立公

園ならではの宿泊施設」に備えていただきたい追加機能を「ステップアップ項目」として区分し、

チェック項目（全６８項目）のリストを示しています。 

 

図表 2 国立公園ブランドプロミスとガイドラインの関係 

 

 

 
1 本ガイドラインは、一般利用者に対して宿泊サービスを提供するホテル・旅館等を主な対象施

設として想定しています。あわせて、同様に宿泊サービスを提供するキャンプ場やグランピング

施設にとっても、参考として活用いただける内容としています。 
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図表 3 国立公園ならではの宿泊施設として備えることが期待される機能に設定している項目 

コア項目 ステップアップ項目 

 国立公園内の宿泊施設として備えるべき最

低限の基本機能。 

 適用外を除き、全ての宿泊施設が充足を目

指す項目として整理。 

 「国立公園ならではの宿泊施設」となる上

で、備えるべき追加機能。 

 段階的に導入・充実を図る項目として整理。 

 

図表 4 本ガイドラインを踏まえた国立公園ならではの宿泊施設のイメージ 
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（2） ガイドラインの使い方 

ガイドラインを使う際には、「１．ガイドラインの内容の理解」「２．チェック項目リストの自己評価

による現時点の達成度と不足している機能の把握」「３．不足している機能を備えるための計画

作り」「４．計画に沿った取組の実施」というサイクルを回すことが重要です。このサイクルを回す

ことで、定期的な自己評価により達成度を把握し、更なる達成に向けた計画の見直しもできるよ

うになります（詳しくは図表４参照）。 

また、新たに宿泊施設を設置する際や、施設の更新の際には、あらかじめ本ガイドラインをご

確認いただき、チェック項目を満たす施設計画をご検討いただきたいと考えています。 

なお、本ガイドラインを補完するものとして、「国立公園ならではの宿泊施設ガイドラインの手

引き」を作成しています。ガイドラインに関連する背景や、各チェック項目で想定される取組例と

チェック基準、取組事例集などを掲載していますので、ガイドラインと併せてご確認ください。 

 

図表 ５ ガイドラインの使い方 

 

１．理解 

 まずはガイドラインを読み、内容を理解することが大切です。 

 経営者だけではなく、地域内の宿泊施設同士の勉強会、社内研修の機会などを

活用して社員の皆様と読んで理解していただくと効果的です。 

 取組を推進していく中で理解を深め、より高い目標を目指した自己評価や計画

につなげることで、効果的な取組推進が期待できます。 

２．確認 

（自己評価） 

 手引きも参考にしながらガイドラインのチェック項目を自己評価してください。 

 この自己評価は３．の計画策定後も定期的（１年ごとなど）な実施が必要です。 

３．計画 

 確認（自己評価）を踏まえ、取組計画を検討・作成してください。まずは 1 年など

の短い期間で策定し、定期的な自己評価と見直しを行うとよいです。 

 計画の検討・策定に当たっては、手引きの取組事例集も参考となります。 

 従業員を巻き込んだ計画作成により施設をあげた取組推進につながります。 

４．推進 
 計画に沿って取組を推進してください。なお、チェックができた項目について

も、継続してチェックできるよう取組を進めることが必要です。 
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II. 「国立公園ならではの宿泊施設」に求める機能（チェック項目リスト） 

立地等の特性を踏まえ、チェックの対象としなくてもよい項目も設定しています（詳しくは各

チェック項目参照）。 

また、全体に関する適用条件として以下を設定しています。 

 拠点や活動範囲が同じ場合、宿泊施設のグループ会社などが一部の機能を担う場合でも

チェック可能です（グループ会社がアクティビティ機能を担っている場合などを想定） 

 一般的な宿泊施設の利用を前提としているガイドラインであるため、特定の宿泊方法の

利用者のみに提供される項目はチェック不可です（教育旅行やプロモーションによる宿泊

客にのみ提供されるサービスなどを想定） 

 

1. 共通項目 

１－１ 行動計画の作成と取組の実効性の確保 

ガイドラインに基づく取組を行うに当たっては、内容の理解、自己評価、自己評価に基づく取

組の計画検討及びその推進というサイクルを継続的に回していくことが求められます。このサイ

クルを回していくとともに、取組の実効性を確保するために必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

No. チェック項目 

1 
本ガイドラインに基づく取組について、年間で取り組む内容とその目標を計画として定

めている 

2 
本ガイドラインの内容及び No.１の計画について、社員・従業員に対する研修等で年に１

度以上定期的な教育機会を設けて説明している 

3 No.１の計画に基づく取組について、利用者に伝え協力を依頼している 

4 
No.１の計画に盛り込んだ取組の成果を年に１度確認し、必要に応じて計画の見直しを

行っている 

 

ステップアップ項目 

No. チェック項目 

５ No.１の計画そのものについて、外部へ公表している 

６ 
No.１の計画の概要（公表に資する一部でも可）の成果を定量的なデータとともに外部

へ公表している 

7 No.３の利用者へ伝える取組内容について、多言語でも実施している 
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１－２ 地域と一体となった取組の実施 

国立公園に立地する宿泊施設には、国立公園の滞在体験の核となることが求められます。公

園利用者と地域をつなぐハブとなるために必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

No. チェック項目 

8 地域の自然・歴史・文化を理解し、尊重している 

9 地域の関係者と良好な関係を構築し、地域の取組に参画・協力している 

10 地域の自然・歴史・文化や、地域の活動等の地域情報の発信を行っている 

１１ 

立地する国立公園と地域におけるストーリー（自然・暮らし・文化など地域の資源をつな

ぎ、その風景地の成り立ちや価値を伝えるもの）の関連やその魅力について、情報発信

をしている 

１２ 
立地する国立公園ならではの自然の満喫方法等（アクティビティ含む）に関する情報を

発信している 

 

ステップアップ項目 

No. チェック項目 

1３ 
国立公園の保護又は利用に関係する会議体等に参画している（加盟する団体としての

加入も含む） 

1４ 
施設従業員、ガイド、関連する事業者について、地域での育成や雇用創出、働き手の確

保に努めている 

1５ 
地域の商店（飲食店、お土産屋等）と連携・協力し、宿泊客などの利用者が地域の商店や

飲食店を積極的に利用する仕組みを提供している 

1６ 
地域の特産品、食文化等を、国立公園にまつわる背景・ストーリー、生産に関わる職人

の状況等を含めて紹介し、提供・販売している 

1７ 
本ガイドラインチェック項目に関連する取組を進める際に、No.9 の地域内の取組以外

に他地域とのネットワーク構築や連携を図り、その成果を地域に還元している 
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2. 国立公園ならではの自然風景の保全 

２－１ 国立公園の自然環境保全 

国立公園の風景を未来に引き継ぐため、国立公園に立地する宿泊施設には、自然環境保全へ

の配慮が求められます。こうした取組は、宿泊客に国立公園ならではの自然体験を提供すること

にもつながります。自然環境の保全のために必要な取組について確認してください。 

 

コア項目 

No. チェック項目 

1８ 

生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種の生き物を飼育せず、地域に根ざした生

き物を飼育する場合でも、動物福祉に反する行動をとらない 

 

※生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種とは、環境省の「生態系被害防止外

来種リスト」に掲載されたものとします 

参考：環境省 日本の外来種対策ＨＰ 生態系被害防止外来種リスト 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html 

※なお、外来種の飼育について、それらが逃げ出さないような措置を講じた上で、生

物多様性保全に関する啓発を目的とする場合は飼育可能とします 

  

1９ 

植物の植栽や栽培を行う場合、周辺に拡散し、生態系等に被害を及ぼすおそれのある

外来種等を植栽・栽培しない 

 

※生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種とは、環境省の「生態系被害防止外

来種リスト」に掲載されたものとします 

参考：環境省 日本の外来種対策ＨＰ 生態系被害防止外来種リスト 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html 

  

２０ 
野生生物への餌付けを実施せず、また、必要以上の夜間投光（施設街灯等の照明も含

む）等、野生生物に悪影響を及ぼすような行動をとらない 

２１ 
登山道整備、外来種駆除、清掃活動等、国立公園の自然環境保全に資する活動に参加

している 

 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html
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ステップアップ項目 

No. チェック項目 

２２ 

宿泊施設自ら、若しくは地域と共同で自然共生サイトの認定を受けている、又は認定申

請を検討している 

 

※自然共生サイト： 

「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」として国が認定した

もの（用語集に区域の具体例を記載） 

生物多様性の保全が図られている区域とは、「生物多様性の価値を有し、事業者、民

間団体・個人、地方公共団体による様々な取組によって、（本来の目的に関わらず）生

物多様性の保全が図られている区域」を指す 
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3. 持続可能な国立公園づくりへの参画 

３－１ 保護と利用の好循環の仕組み作り 

国立公園に立地する宿泊施設として、国立公園の「保護と利用の好循環」の実現に関わること

が求められます。地域や宿泊客と連携して、国立公園の保護と利用の好循環を実現するために

必要な取組を確認してください。 

 

ステップアップ項目 

No. チェック項目 

2３ 宿泊客などの利用者が国立公園の自然環境保全に参加する機会を設けている 

2４ 

土産物や宿泊プラン、ガイドツアー等に、自然環境保全に必要な費用を付加した商品を

販売し、その売上の一部を立地する国立公園の自然環境保全の活動等に還元し、その

情報を利用者にも提供している 

 

 

３－２ 環境に配慮した施設運営と持続可能な地域づくり 

国立公園に立地する宿泊施設として、環境負荷の少ない施設運営を行い、持続可能な地域づ

くりへ貢献することが求められます。地球環境への配慮と、持続可能な地域づくりのために必要

な取組を確認してください。 

 

コア項目 

① 地産地消・調達 

 環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、地域や環境に配慮した食品や製品の調達に

必要な取組を確認してください。 

No. チェック項目 

2５ 提供する食材は宿泊施設が立地する地域でとれた食材を優先して使用している 

２６ 
地域の製品・商品やサービス、地域事業者によるアクティビティを優先的に調達・活用し

ている 
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コア項目 

② エネルギー・脱炭素 

 環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、電力、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料

の使用量の削減に必要な取組を確認してください。 

No. チェック項目 

2７ 
電気、ガス、ガソリン、灯油など、エネルギーの使用量を把握した上で、前年同期と比較

して見直しを行っている 

２８ 

新たに器具や機器（照明器具、冷暖房機器、厨房機器等）を購入・導入する際は、統一省

エネラベルのeマークが緑色である（図参照）など、エネルギー効率の高いものを選択し

ている 

 

（資料）「小売事業者表示制度（統一省エネラベル等）とは」（資源エネルギー庁） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/savi

ng/enterprise/retail/ 

 

※過去１年以内に器具や機器の導入を行っていない施設は、この項目は適用外です

（チェック不要） 

  

２９ 

出勤時や移動時に、徒歩、自転車通勤、公共交通機関の利用、乗合バスの運行、エコカ

ーの利用推奨など、温室効果ガスの排出削減につながる移動手段を推奨している 

 

※社員・従業員全員が社員寮などに住み込み、繁忙期や開業期間に泊まり込みであ

る等、毎日の通勤時に温室効果ガスを排出しない施設は、この項目は適用外です

（チェック不要） 
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コア項目 

③ 廃棄物 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、廃棄物の排出量の削減に必要な取組を確認

してください。 

No. チェック項目 

３０ 廃棄物の排出量を把握した上で、前年同期と比較して見直しを行っている 

３１ ごみを分別している 

3２ 
リサイクル素材やリサイクルが可能な製品以外の使い捨てのアメニティ、使い捨て食器

等の提供を減らす取組を行っている 

3３ 施設で使用する紙の使用量を把握し、削減に向けて見直しを行っている 

３４ 
滞在中に何度も使えるボトル等を用いた給水を推奨するなど、使い捨て容器での飲料

水提供を削減する取組を行っている 

３５ 
フードロス削減の方針があり、方針に基づいて食事の提供方法の工夫等によりフードロ

スの削減に取り組んでいる 

 

コア項目 

④ 水資源 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、水資源の利用量の削減に必要な取組を確認

してください。 

No. チェック項目 

3６ 

水の使用量を把握した上で、前年同期と比較して見直しを行っている 

 

※湧水を利用しており使用量の把握が難しい場合は、この項目は適用外です（チェッ

ク不要）（なお、湧水であっても子メーターを設置して把握することが望ましい） 

  

3７ 

新たにシャワーやトイレを導入する際は、節水型のものを選択している 

 

※過去１年以内にシャワー・トイレ機器の設置を行っていない施設は、この項目は適

用外です（チェック不要） 

  

3８ 
連泊時の清掃サービスの削減（タオル交換は実施するがシーツ交換は実施しない、室内

清掃は３日に１回などの取組）、実施不要を選択肢として提供している 
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ステップアップ項目 

① 地産地消・調達 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、地域や環境に配慮した食品や製品の調達に

必要な取組を確認してください。 

No. チェック項目 

３９ 

施設の新改増築を行う場合は、地域の木材・建材や伝統的な建築様式、伝統工芸品を

使用している 

 

※過去１年以内に施設の新改増築を行っていない施設は、この項目は適用外です（チ

ェック不要） 

  

４０ 

提供する食材について、地域で生産・加工された食材であること、具体的な使用品目、

生産者や生産背景などの魅力を宿泊客に伝わるように、レストラン入口の掲示やメニュ

ー表等で示している 

４１ 

グリーン購入法の判断基準に適合する製品や環境ラベルが付与された商品など、環境

に配慮した食材・製品の購入やサービスを選択する方針があり、方針に基づいた調達を

日常的に５品目以上で実施している 

 

※グリーン購入法の特定調達品目一覧： 

グリーン購入法の基本方針に基づいて決められた品目で、国等による一定の調達

があり、かつ、国等が調達を推進することで、環境物品等への需要の転換が見込ま

れるもの 

具体的な製品については、エコマーク認定を取得している製品を選ぶことで特定

品目の判断基準に適合しているものを選択できる（一部例外あり） 
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ステップアップ項目 

② エネルギー・脱炭素 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料の使用

量の削減に必要な取組を確認してください。 

No. チェック項目 

４２ 

自社の温室効果ガス排出量を把握するために、燃料の燃焼、送迎バスや社用車の利用、

購入電力などについて、ＧＨＧプロトコルに基づき排出量測定（Scope1、Scope2）を

実施している。（Scope３まであるが本項目では対象外、詳細は用語集参照） 

 

※ＧＨＧプロトコル： 

温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際的な規準 

地球温暖化対策のために企業が温室効果ガスの排出量を算定・報告するようにな

り、実態を反映した信頼性のある情報のための規準として作成された 

  

4３ 

カーボン・クレジット（地域と共生し、自然公園法等の関係法令を遵守したプロジェクト

により創出されたもの）の購入により、カーボン・オフセットに取り組んでいる 

 

※カーボン・クレジット：  

バイオマスボイラーや太陽光発電設備の導入、森林管理等のプロジェクトを対象

に、そのプロジェクトが実施されなかった場合の温室効果ガスの排出量及び除去

量の見通し（ベースライン排出量等）と実際の排出量等（プロジェクト排出量等）の

差分について、測定・報告・検証を経て、国や企業等の間で取引できるよう認証し

たもの 

※カーボン・オフセット： 

日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等の温室効果ガスの排

出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行った上で、それでも

排出される温室効果ガスについて排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に

投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方 

  

4４ 

施設内で再生可能エネルギーによる発電を行っている、若しくは施設で使用する電力

に再生可能エネルギーを使用しており、これらの使用割合を把握している 

 

※電力インフラが届いていない場所に位置する施設は、この項目は適用外です（チェ

ック不要） 
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ステップアップ項目 

 

No. チェック項目 

４５ 

温泉を利用している施設において、温泉熱の有効活用により、エネルギー消費量の削減

に取り組んでいる 

 

※温泉を利用していない施設については、この項目は適用外です（チェック不要） 

   

4６ 

電気自動車が充電できる体制を整えている 

 

※電力インフラが届いていない場所や、電気自動車での立ち入りが困難な場所に位

置する施設は、この項目は適用外です（チェック不要） 

  

4７ 

安全管理や施設管理上必要な箇所以外の外構や共用部、従業員スペースについて、人

感センサーやタイマー等を活用し、エネルギー消費量の削減につながる電源管理をして

いる 

４８ 
客室において、カードキーや人感センサーを活用し、外出時等不要な際には電源が切れ

る電源管理をしている 

４９ 

施設の新増築を行う場合は、環境に配慮した施設設計としている 

 

※既存施設の増築で対応が難しい場合は、この項目は適用外です（チェック不要） 

  

 

ステップアップ項目 

③ 廃棄物 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、廃棄物の排出量の削減に必要な取組を確認

してください。 

No. チェック項目 

５０ 

ゼロ・ウェイストを目指す方針があり、方針に基づいて廃棄物の削減やリサイクルの促進

に取り組んでいる 

 

※ゼロ・ウェイスト： 

資源の浪費をなくし、焼却や埋立に至る廃棄物を限りなくゼロに近づけることを

目指す考え方 

リサイクルだけではなく、必要のないものを購入しないことなど、そもそもの消費

を減らす考え方も含まれる 

  



資料 4-1 

16 

 

ステップアップ項目 

④ 水資源 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、水資源等に負荷を与えないために必要な取

組を確認してください。この取組は、汚水の浄化に使われるエネルギーの削減にもつながります。 

No. チェック項目 

５１ 

少なくとも共用部（キッチン等従業員用の箇所を含む）において、環境配慮型の洗剤や

バス用品を使用している 

 

※洗剤やバス用品の使用が一切ない場合は、この項目は適用外です（チェック不要） 

  

５２ 

温泉資源の持続的利用のため、施設で使用する温泉の状態を定期的に把握している 

 

※温泉資源を利用していない施設については、この項目は適用外です（チェック不

要） 
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4. 国立公園ならではの体験ができるアクティビティの提供 

４－１ 国立公園ならではの体験ができるアクティビティの提供 

国立公園に立地する宿泊施設には、利用者に国立公園ならではの体験を提供する役割が求め

られます。宿泊客が国立公園ならではの体験ができるアクティビティへ接続できるよう、施設独

自又は地域と連携した取組を確認してください。 

 

コア項目 

No. チェック項目 

５３ 

宿泊客に自然体験アクティビティを紹介する際は、環境省の「国立公園における自然体

験アクティビティガイドライン」の基礎的項目（フェーズ１）の項目を９割以上満たしたア

クティビティを優先している。 

 

※国立公園における自然体験アクティビティガイドライン：手引き●ページ参照 

  

5４ 
宿泊客に自然体験以外のアクティビティを紹介する際は、地域の資源を適正に利用す

るガイドツアーや伝統文化・食に関する体験を優先している。 

 

ステップアップ項目 

No. チェック項目 

5５ 

地域若しくは宿泊施設自身において、国立公園の要素を含む地域のストーリー（自然・

暮らし・文化など地域の資源をつなぎ、その風景地の成り立ちや価値を伝えるもの）や

望まれる体験等を整理したもの（インタープリテーション計画等）が作成されており、紹

介するアクティビティ（コア項目を満たすもの）と、地域のストーリーや望まれる体験が

連動している 

5６ 
宿泊施設自ら又は地域の事業者、観光協会等の団体と連携してコア項目を満たすアク

ティビティを開発し、提供している 

5７ 
施設の従業員が国立公園の要素を含む簡易的なガイドが実施できるような取組を実

施している 

５８ 
宿泊施設内で、従業員等による国立公園の要素を含むガイダンスを毎日、又は希望者

の希望に応じてその都度実施している 

５９ アクティビティの参加申込を受け付けている 

６０ 
アクティビティを紹介する場合において、安全上の留意点や、事前準備等の周知を行

っている 

６１ 
通常立ち入れない場所や時間のガイドツアーなど、高付加価値化されたアクティビテ

ィ（コア項目を満たすもの）を取り扱っている 
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5. 国立公園ならではの体験を支える施設とサービスの提供 

５－１ 魅力的な利用施設の整備・管理、利用拠点の魅力向上への貢献 

宿泊施設を始めとする国立公園内事業者の皆様には、国立公園利用者にとって魅力的な施設

であること、自身が位置する利用拠点の魅力向上に共に取り組むことが求められます。国立公

園ならではの魅力的な施設造りや、利用拠点の魅力向上に必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

No. チェック項目 

６２ 
インバウンド旅行者向けに多言語で施設概要や国立公園概要、アクティビティ概要等の

情報提供を行っている 

 

ステップアップ項目 

No. チェック項目 

6３ 
地域統一のルールや、自社で策定したルールに則って外観の修景や整理を行うなど、

国立公園内の景観を向上させる取組を自然公園法の規制に上乗せして実施している 

6４ 
宿泊利用者を含む利用者を対象とした国立公園内の利用施設（ベンチ・東屋（あずま

や）・トイレ・登山道や遊歩道・園地等）を整備している、又は整備に関わっている 

6５ 

宿泊利用者を含む利用者を対象とした国立公園内の利用施設の維持管理（工作物の修

繕、登山道・遊歩道の草刈りや修繕、国立公園としての特徴的な眺望確保のための伐採

等）をしている、又は維持管理に関わっている 

 



資料 4-1 

19 

５－２ 利用者への普及啓発 

国立公園内に位置する宿泊施設には、宿泊客を始めとする国立公園利用者に対し、国立公園

に関する普及啓発の役割を担うことが期待されます。利用者への普及啓発に必要な取組を確認

してください。 

 

コア項目 

No. チェック項目 

6６ 
国立公園名や特徴等の国立公園の基礎的な情報や、国立公園のルールやマナーに関す

る情報を普及啓発している 

 

ステップアップ項目 

No. チェック項目 

６７ 
国立公園マーク・統一フォント等の活用や、屋外の共用スペース・標識における国立公園

名の表示を行っている 

6８ 
宿泊客以外にも国立公園に関する情報展示（写真・パネル、デジタルサイネージ、映像放

映等、学習スペース）を開放している 
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III. 用語集 

用語 解説 

高付加価値化  単に富裕層を対象に高額で豪華な宿泊施設やサービスを提

供するのではなく、次の①及び②を付加価値として高めるこ

と。自然アクティビティの高付加価値化に当たっては、コンテ

ンツ造成、安全対策・危機管理、環境への貢献・持続可能性の

三つの観点から高付加価値化を目指すことが重要である。 

①国立公園だからこそ守られてきた貴重な自然環境を基盤

として、その土地の生活・文化・歴史を踏まえた国立公園

ならではの本物の価値に基づく（魅力的な）感動や学びの

体験を提供することで、利用者に自己の内面の変化（トラ

ンスフォーメーション）を起こすことを目指す。 

②サステナビリティ及びレスポンシビリティの観点で、保護と

利用の好循環の実現を目指す。 

■ 

自然共生サイト 

 

 「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区

域」として国が認定したもの。 

 生物多様性の保全が図られている区域とは、「生物多様性の

価値を有し、事業者、民間団体・個人、地方公共団体による

様々な取組によって、（本来の目的に関わらず）生物多様性の

保全が図られている区域」を指す（具体例は以下の通り）。 

企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオト

ープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺

林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑

地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の

公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活

用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、

水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・

訓練のための草原 等 
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用語 解説 

グリーン購入法の 

特定調達品目一覧 

 グリーン購入法の基本方針に基づいて決められた品目で、国

等による一定の調達があり、かつ、国等が調達を推進するこ

とで、環境物品等への需要の転換が見込まれるもの。具体的

な製品については、エコマーク認定を取得している製品を選

ぶことで特定品目の判断の基準に適合しているものを選択で

きる（一部例外あり）。 

環境ラベル  商品やサービスがどのように環境負荷低減につながるかを教

えてくれるマークや目印のこと。 

ＧＨＧプロトコル  温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際的な規準。

地球温暖化対策のために企業が温室効果ガスの排出量を算

定・報告するようになり、実態を反映した信頼性のある情報の

ための規準として作成された。 

カーボン・クレジット  バイオマスボイラーや太陽光発電設備の導入、森林管理等の

プロジェクトを対象に、そのプロジェクトが実施されなかった

場合の温室効果ガスの排出量及び除去量の見通し（ベースラ

イン排出量等）と実際の排出量等（プロジェクト排出量等）の差

分について、測定・報告・検証を経て、国や企業等の間で取引

できるよう認証したもの。 

カーボン・オフセット  日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等

の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減

るよう削減努力を行った上で、それでも排出される温室効果

ガスについて排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投

資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせ

るという考え方。 

ゼロ・ウェイスト  資源の浪費をなくし、焼却や埋立に至る廃棄物を限りなくゼ

ロに近づけることを目指す考え方。リサイクルだけではなく、

必要のないものを購入しないことなど、そもそもの消費を減

らす考え方も含まれる。 

インタープリテーション

計画 

 「その場所らしさ、ならではの価値」の探求を基礎とした、「来

訪者の体験」の提案と「ストーリー」の共有を軸とする、その地

域（又は施設）と来訪者との間のコミュニケーションの在り方

を誰にでも分かりやすく可視化したもの。 
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用語 解説 

国立公園統一マーク  環境省が作成した国立公園の統一マーク。

「国立公園満喫プロジェクト」の一環とし

て、日本の国立公園の価値や魅力を地域

の人々を含む関係者と改めて見直し、国

内外に向けて「訪れる価値のある魅力的な

場所」としてブランディングしていくことを

目的に平成２９年に作成された。 

 なお、使用する場合は国立公園統一マーク

使用規定（以下 URL）を確認すること。 

https://www.env.go.jp/nature/mankitsu

-project/pdf/mark_agreement.pdf 
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参考： 国立公園ならではの宿泊施設との連携方策検討会 

本ガイドラインは、「国立公園ならではの宿泊施設との連携方策検討会」における議論を踏ま

え策定されました 

 

＜委員名簿（50 音順、敬称略）＞  

愛甲 哲也 （北海道大学教授） 

井門 隆夫 （國學院大學教授） 

加藤 久美 （和歌山大学教授、武蔵野大学教授） 

下村 彰男 （國學院大學教授）【座長】 

高山 傑 （アジアエコツーリズムネットワーク（AEN）創設理事長、 

一般社団法人 JARTA 代表理事） 

寺田 直子 （トラベルジャーナリスト） 

永原 聡子 （Deneb 株式会社 共同創業者・代表取締役、 

アトリエラパズ株式会社 代表取締役） 
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I. 本手引きについて 

1. 本手引きの概要と使い方 

本手引きは「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン」を補完するものとして、以下の内容

を記載しています。 

 ガイドラインに関連する背景 

 参考とした国際認証基準の紹介 

 ガイドラインのチェック項目に該当する取組例とチェック基準 

 取組事例集 

 

「ガイドラインに関連する背景」では、日本の国立公園制度や近年の動向、宿泊施設に期待され

る役割などについて記載しており、「参考とした国際認証基準の紹介」では、国際的な動向をよ

り深く知るために役立つ内容を記載しています。 

また、「ガイドラインのチェック項目に該当する取組例とチェック基準」では、チェックリストの各

項目に基づく具体的な取組例とチェックをつける際の考え方を記載していますので、チェック項

目の自己評価を行う際に参照してください。 

あわせて、チェック項目に関する取組を検討する参考としていただくため、「取組事例集」も掲

載しています。 

 

図表 1 手引きの使い方 
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II. 「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン」に関する背景等 

 日本の国立公園の概要 

（1） 日本の国立公園の歴史と特徴 

日本の国立公園は日本を代表する優れた自然の風景地であり、その保護と利用の増進を図る

ことで、国民の保健、休養、教化に資することを目的とし、自然公園法に基づいて、環境大臣によ

り指定されています。昭和６年（１９３１年）に国立公園法（現：自然公園法）が制定され、それに基

づいて昭和９年（１９３４年）３月１６日に瀬戸内海、雲仙、霧島の３か所が日本初の国立公園に指

定されました。 

その後、国立公園の優れた風景の保護と適正な利用の増進のために、様々な制度や仕組みを

整えながら現在に至っており、今では北は北海道から南は沖縄まで全国で３５か所の国立公園

を毎年多くの人が利用しています。 

日本の国立公園の特徴は、「地域制自然公園制度」を採用していることです。アメリカやオース

トラリアなどでは、国立公園の土地すべてを公園専用とする「営造物型自然公園制度」を採用し

ていますが、我が国では古くより狭い国土に大勢の人が住み、昔から土地を様々な目的で管理・

利用してきたため、土地の所有に関わらず国立公園の指定を行う制度になっています。 

このため、国立公園には多くの私有地が含まれ、人々の生活が営まれるとともに、農林業や観

光業など様々な事業活動が行われています。国立公園の管理は人々の暮らしや産業などとの調

整を図りながら進められており、保護の面でも利用の面でも多くの利害関係者がいることから、

多様な主体が連携した「協働」による国立公園の管理・運営が重要となっています。 

 

図表 ２ 日本の国立公園（一覧） 
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図表 ３ 国立公園土地所有者別面積割合（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

※国有地の大部分（99.4％）は国有林（林野庁所管） 
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（2） 日本の国立公園の保護と利用 

国立公園の優れた自然の風景地は、日本を代表する貴重な自然資産であり、一度損なわれる

と元に戻すことが困難であることから、できる限り自然のままの姿で後世に引き継ぐことが重

要です。このため、国立公園では、自然公園法に基づき、開発行為や工作物の設置など自然の改

変につながる行為を一定程度制限・誘導することにより、自然環境や風景の質を維持・向上させ

る「保護」を行っています。 

一方で、国立公園は、単に自然を人の立ち入りから隔離する場所ではなく、「利用」を進めるこ

とにより、多くの方々に国立公園の自然の価値に直接触れ、大自然を楽しんでもらうことで、利

用者が深い感銘や感動を得るきっかけとなることも、「保護」と同様に重要な機能として位置付

けられています。 

適正な「利用」を通じて国立公園の価値が理解・共有されることは、自然環境の保全意識の醸

成や、地域社会による自然環境の維持・管理を支える基盤ともなります。このように、国立公園

においては、「保護」と「利用」は相反するものではなく、相互に支え合い、好循環を生み出すこと

が目指されています。 

国立公園の「保護」と「利用」を総合的かつ計画的に進めるため、各国立公園では、公園ごとに

「公園計画」を定めています。公園計画では、自然環境の状態や風景の特性に応じて、規制の強

弱（地種区分）を定める保護に関する計画、公園利用に必要な施設や取組を定める利用に関する

計画の双方を位置付けます。 

利用に関する計画の中核となるのが「公園事業」です。公園事業とは、公園計画に基づき、国

立公園の保護又は利用のために実施される施設整備等の事業であり、道路、園地、歩道、野営場、

休憩所、ビジターセンターなどに加え、宿泊機能を担うホテル・旅館等の「宿舎事業」は、重要な

公園事業の一つとして位置付けられています。 

特に宿舎事業は、来訪者が国立公園の自然環境の中で滞在し、自然体験や地域の歴史・文化

にじっくりと触れることを可能とする拠点であり、滞在型・高付加価値の利用を実現する上で重

要な役割を果たしています。 

公園事業は、国が実施するほか、自然公園法に基づき、環境大臣の認可等を受けることで、地

方公共団体や民間事業者が国に代わって実施することが可能です。国立公園内の宿舎事業につ

いても、こうした制度の下で多様な主体により運営されており、公園計画との整合や自然環境・

風景への配慮を前提として、継続的かつ適正な事業運営が求められています。 

 

図表 ４ 国立公園の保護・利用の計画のイメージ図 
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 国立公園の利用の取組 

（1） 国立公園満喫プロジェクトと滞在体験の魅力向上 

国立公園の優れた風景を未来に引き継いでいくため、平成２８年より、その魅力・ブランド力

を更に向上させ、国内外の利用者が満喫できる環境を整えることにより、地域経済を活性化さ

せ、自然環境の保全に再投資される「保護と利用の好循環」を実現させるため、「国立公園満喫

プロジェクト」の取組を進めています。 

満喫プロジェクトの中では、国立公園ブランドプロミス（後述）の策定、国立公園内の廃屋撤去

などによる街並み景観の改善、自然体験アクティビティの充実化、インタープリテーション計画の

策定、各種プロモーションなどの取組を、国が主導しながら多様な主体と連携して進めてきまし

た。 

令和５年からは更なる展開として、国立公園の美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在

型・高付加価値観光を推進しています。令和５年６月には「宿舎事業を中心とした国立公園利用

拠点の面的魅力向上に向けた取組方針」を取りまとめ、「国立公園ならではの宿泊施設ガイドラ

イン」も、この方針を踏まえた取組の一環として策定を行いました。 

 

図表 ５ 国立公園満喫プロジェクトの概要 
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（2） 日本の国立公園のブランドプロミス 

国立公園満喫プロジェクトの一環として、国立公園に関わる地域関係者の皆様と共通理解を

持って取組を進めていくため、令和５年６月に「国立公園ブランドプロミス（国立公園が来訪者・

地域に約束すること）」を定めました。 

このブランドプロミスに基づき、官民協働による取組を進めることで日本の国立公園が世界

からの目的地（デスティネーション）となることを目指しています。 

「国立公園ならではの宿泊施設」ガイドラインでは、宿泊施設の皆様に参考としていただける

よう、この「国立公園ブランドプロミス」を踏まえ、国立公園内の宿泊施設として備えることが期

待される機能を整理しています。 

 

図表 ６ 国立公園のブランドプロミスとブランディング活動 
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 国立公園の宿泊施設に期待すること 

（1） 「国立公園ならではの宿泊施設」として目指す姿 

国立公園内の宿泊施設は、国立公園の美しい自然の中に立地しているという点で大きなポテ

ンシャルを有しており、国立公園ならではの滞在体験を来訪者に提供する上で中核となる施設

です。その魅力をさらに向上させていくためには、「国立公園ブランドプロミス」に基づき、環境

保全、持続可能性、地域の生活・文化・歴史・コミュニティ等に配慮しつつ、その土地のストーリー1

を伝えるアクティビティを提供するなど、唯一無二の滞在体験を提供していくことが重要です。 

また、昨今、脱炭素、循環型社会、自然共生などへの対応は喫緊の課題となっています。旅行

者が自然環境や地域文化と深く関わり、自己変革や学びを得る旅の形に対する関心も高まって

います。貴重な自然が保全され、引き継がれてきた国立公園においては、自然環境の保全や地

域・環境の持続可能性に関するより高い意識が求められます。 

さらに、利用者の意識が高まる中で、国立公園における自然体験アクティビティへの参加のみ

ならず、利用者自身に自然環境保全の取組に参画できる機会を充実させていくことは、唯一無

二の滞在体験につながります。こうしたニーズに対応していくことは、宿泊施設としての新しい

魅力の創出にもつながると考えられます。 

ガイドラインで示したチェック項目に沿って「国立公園ならではの宿泊施設」としての滞在体験

を提供していくことで、国立公園の魅力を高めながら利用者を惹きつけ、満足度の向上や滞在

日数の延伸につながると期待されます。さらに、宿泊施設単独の取組から地域が連携した取組

へと波及することで、地域全体のブランディングの確立、地域雇用の促進、将来的な移住も見据

えた地域のファンの確保など、地域経済の活性化にもつながることが期待されます。 

 

 

（2） 特に認可を受けている国立公園の宿舎事業者に期待すること 

Ⅱ．１．（２）に記載したように、国立公園においては、各公園の公園計画に基づき、利用のため

に必要な施設として、宿舎、道路、園地、野営場、休憩所などの「公園事業」の配置が決められて

います。公園事業は、環境大臣から認可を受けることで、地方公共団体や民間事業者が国に代

わって事業の実施者（公園事業者）となることが可能です。 

国立公園ブランドプロミスの実現に向け、特に利用を牽引する公園事業者の活躍が重要であ

り、このため、「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン」に基づく取組についても、まずは国

立公園内で「宿舎事業」を実施する事業者（宿舎事業者）が先頭に立って取り組んでいくことが期

待されます。 

 

 
1 ストーリー（物語）とは、自然・暮らし・文化など地域の資源をつなぎ、その風景地の成り立ちや価値を伝

えるもの（国立公園のブランドプロミスとブランディング活動（2023 年）） 
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III. ガイドラインのチェック項目リストの想定する取組とチェックの考え方 

1. 共通項目 

１－１ 行動計画の作成と取組の実効性の確保 

ガイドラインに基づく取組を行うに当たっては、内容の理解、自己評価、自己評価に基づく取

組の計画検討及びその推進というサイクルを継続的に回していくことが求められます。このサイ

クルを回していくとともに、取組の実効性を確保するために必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

 

No. １ 

チェック項目 
 本ガイドラインに基づく取組について、年間で取り組む内容とその目標

を計画として定めている 

想定する取組 

 ガイドラインのチェック項目の内容が含まれるよう、その年に取組む内

容を決め、定量的な目標とともに計画を定めている 

 定期的な事業計画等を策定しており、その中で本ガイドラインを踏まえ

た取組を、定量的な目標とともに位置付けている 

チェックの 

考え方 
 位置付ける全ての項目に対して定量的な目標がなくてもチェック可能 

 

No. ２ 

チェック項目 
 本ガイドラインの内容及び No.1 の計画について、社員・従業員に対す

る研修等の年に一度以上定期的な教育機会で説明している 

想定する取組 
 本ガイドラインの内容と年間計画として定めたガイドラインに基づく取

組について、社員研修や勉強会等を定期的に実施している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. ３ 

チェック項目 
 No.1 の計画に基づく取組について、利用者に伝え協力を依頼してい

る 

想定する取組 

 その年の計画に盛り込んだガイドラインに基づく取組等について、ホー

ムページ、企業パンフレット、ロビーの掲示等で利用者に伝え、取組へ

の協力を依頼している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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コア項目 

 

No. ４ 

チェック項目 
 No.1 の計画に盛り込んだ取組の成果を年に１度確認し、必要に応じて

計画の見直しを行っている 

想定する取組 

 年に１回計画の成果を確認した上で、前年の成果を踏まえ、翌年の計画

と目標を必要に応じて見直している 

※成果の把握方法の例 

 計画に盛り込んだ目標について、定量的なデータを取得する 

 計画に盛り込んだ内容について、社員・従業員に、満足度や課題を

確認する（記名・無記名などの確認方法は事業者にて判断） 

 計画に盛り込んだ内容について、利用者にアンケート調査等を実施

し、満足度や指摘事項等を把握する 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

 



資料 4-２ 

10 

 

ステップアップ項目 

 

No. 5 

チェック項目  No.１の計画そのものについて、外部へ公表している 

想定する取組 
 No.１で定めた計画について、宿泊施設のホームぺージなどで公表し、

外部から取組内容が分かるようにしている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. 6 

チェック項目 
 No.１の計画の概要（公表に資する一部でも可）の成果を定量的なデー

タとともに外部へ公表している 

想定する取組 
 No.１で定めた計画だけではなく、その取組成果についても定量的な

データとともに公表し、外部から取組と成果が分かるようにしている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. 7 

チェック項目  No.3 の利用者へ伝える取組内容について、多言語でも実施している 

想定する取組 

 その年の計画に盛り込んだガイドラインに基づく取組等について、ホー

ムぺージ、企業パンフレット、ロビーの掲示等で英語やその他日本語以

外の言語を用いて、インバウンドの利用者にも取組への協力を依頼し

ている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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１－２ 地域と一体となった取組の実施 

国立公園に立地する宿泊施設には、国立公園の滞在体験の核となることが求められます。公

園利用者と地域をつなぐハブとなるために必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

 

No. ８ 

チェック項目  地域の自然・歴史・文化を理解し、尊重している 

想定する取組 
 宿泊施設の経営方針、ホームページ、パンフレット、施設内の掲示等で

地域の自然、歴史、文化の理解・尊重がうたわれている 

チェックの 

考え方 

 宿泊客の目に触れる形で示していなくても、宿泊施設の経営方針への

位置付けや従業員教育等、地域の自然・歴史・文化の尊重が分かる取

組を何らか実施していればチェック可能 

 

No. ９ 

チェック項目 
 地域の関係者と良好な関係を構築し、地域の取組に参画・協力してい

る 

想定する取組 

 地域とコミュニケーションを図り、地域活動に参加するなど、関係構築

につながる活動をしている 

 商工会、観光協会、町内会や自治会等の地域の団体に加盟し、地域と

連携した取組を行っている 

 ロビー、屋外広場、駐車場等をイベント会場や避難場所として提供して

いる、地域内の共有エリアの清掃活動に参加している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. １０ 

チェック項目 
 地域の自然・歴史・文化や、地域の活動等の地域情報の発信を行ってい

る 

想定する取組 
 地域の自然・歴史・文化や、地域活動等の情報を宿泊施設のホームペー

ジ、パンフレット、施設内の掲示等で示している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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コア項目 

 

No. 11 

チェック項目 

 立地する国立公園と地域におけるストーリー（自然・暮らし・文化など地

域の資源をつなぎ、その風景地の成り立ちや価値を伝えるもの）の関

連やその魅力について、情報発信をしている 

想定する取組 

 立地する国立公園の魅力やビジョン、ブランドプロミスを地域における

ストーリーと絡め、宿泊施設のホームページやパンフレット、施設内の

掲示等で発信している 

 

 

取組事例：地域と一体となったストーリーブックの作成と活

用（４５ページ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 宿泊施設において一部、１か所でも普及啓発を実施していればチェック

可能 

 

No. 12 

チェック項目 
 立地する国立公園ならではの自然の満喫方法等（アクティビティ含む）

に関する情報を発信している 

想定する取組 

 国立公園ならではの自然の満喫方法を国立公園の魅力やストーリー等

と関連させつつ、宿泊施設のホームページやパンフレット、施設内の掲

示等で発信している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

CASE STUDY  
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ステップアップ項目 

 

No. 13 

チェック項目 
 国立公園の保護又は利用に関係する会議体等に参画している（加盟す

る団体としての加入も含む） 

想定する取組 

 国立公園の地域協議会に参加している 

 宿泊施設が立地する地域の自然保護や利活用に係る会議体（協議会や

検討会等）に参画している 

 

 

取組事例：施設開業前の地域関係者との連携強化（４６ペー

ジ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 国立公園の名前がついた協議会でなくとも、協議会の目的が国立公園

の保護又は利用に資する場合はチェック可能 

 

No. １4 

チェック項目 
 施設従業員、ガイド、関連する事業者について、地域での育成や雇用創

出、働き手の確保に努めている 

想定する取組 

 地域在住の住民を優先して雇用している 

 地域外の住民を雇用する場合は、移住支援の取組を併せて実施してい

る 

 施設従業員がガイドを兼ねるなど施設の繁閑に左右されない採用で地

域のガイド人材の雇用創出へ貢献している 

 地域のガイドに対する外部有識者研修等を主催し、ガイド人材の育成

に寄与している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

CASE STUDY  
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ステップアップ項目 

 

No. １5 

チェック項目 
 地域の商店（飲食店、お土産屋等）と連携・協力し、宿泊客などの利用者

が地域の商店や飲食店を積極的に利用する仕組みを提供している 

想定する取組 

 地域の飲食店マップの提供をしている（デジタル推奨） 

 地域通貨の案内と活用を促している 

 素泊まりオプションを提供している（泊食分離） 

 地産地消や郷土料理の学びにつながる内容を掲示している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. １6 

チェック項目 
 地域の特産品、食文化等を、国立公園にまつわる背景・ストーリー、生

産に関わる職人の状況等を含めて紹介し、提供・販売している 

想定する取組 

 お土産コーナーやホームページ等で、国立公園にまつわる背景や生産

に関わる職人の状況を説明の上、地域の特産品等を販売している 

 地域の食材を使った伝統食等を解説と共に宿泊客に提供している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. １7 

チェック項目 

 本ガイドラインチェック項目に関連する取組を進める際に、No.９の地

域内の取組以外に他地域とのネットワーク構築や連携を図り、その成

果を地域に還元している 

想定する取組 

 自然体験活動に関する団体、自然に関する保全団体、サステナビリティ

に関する団体等と意見交換等を実施し、そこで得た知見等を地域へ還

元している 

チェックの 

考え方 

 各団体の活動内容がガイドラインのチェック項目に関連していればチェ

ック可能 
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2. 国立公園ならではの自然風景の保全 

２－１ 国立公園の自然環境保全 

国立公園の風景を未来に引き継ぐため、国立公園に立地する宿泊施設には、自然環境保全へ

の配慮が求められます。また、自然環境保全への配慮は、宿泊客に国立公園ならではの自然体

験を提供することにもつながります。自然環境の保全のために必要な取組について確認してく

ださい。 

 

コア項目 

 

No. １8 

チェック項目 

 生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種の生き物を飼育せず、地

域に根ざした生き物を飼育する場合でも、動物福祉に反する行動をと

らない 

 

※生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種とは、環境省の「生態系

被害防止外来種リスト」に掲載されたものとします 

参考：環境省 日本の外来種対策ＨＰ 生態系被害防止外来種リスト 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html 

※なお、外来種の飼育について、それらが逃げ出さないような措置を講

じた上で、生物多様性保全に関する啓発を目的とする場合は飼育可能

とします 

  

想定する取組 

 生物多様性保全に関する啓発以外の目的で「生態系被害防止外来種リ

スト」に掲載された外来種の生物を飼育しない 

 啓発を目的として飼育をする場合は、逃げ出さない措置を講じる 

 地域に根ざした生き物であっても、飼育する場合は不適切な扱いをし

ない 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html
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コア項目 

 

No. １9 

チェック項目 

 植物の植栽や栽培を行う場合、周辺に拡散し、生態系等に被害を及ぼ

すおそれのある外来種等を植栽・栽培しない 

 

 

※生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種とは、環境省の「生態系

被害防止外来種リスト」に掲載されたものとします 

参考：環境省 日本の外来種対策ＨＰ 生態系被害防止外来種リスト 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html 

想定する取組 
 植物の植栽や栽培を行う場合、周辺に拡散し、生態系等に被害を及ぼ

すおそれのある園芸品種、外来種等を植栽・栽培しない 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. 20 

チェック項目 

 野生生物への餌付けを実施せず、また、必要以上の夜間投光（施設街

灯等の照明も含む）等、野生生物に悪影響を及ぼすような行動をとら

ない 

想定する取組 

 野生生物への餌付けを行わない 

 夜間消灯など野生生物に対する光害対策を実施している 

 夜間の屋外での音楽の音量調整等、野生生物に配慮した騒音対策を実

施している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. 21 

チェック項目 
 登山道整備、外来種駆除、清掃活動等、国立公園の自然環境保全に資

する活動に参加している 

想定する取組 

 登山道整備活動に参加している 

 外来種の駆除活動に参加している 

 園地や遊歩道、海岸での清掃等、国立公園の自然環境保全につながる

清掃活動に参加している 

チェックの 

考え方 

 宿泊施設自身で活動を行わなくとも、社員・従業員が地域の自然環境

保全活動に参加していればチェック可能 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html
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ステップアップ項目 

 

No. 22 

チェック項目 
 宿泊施設自ら、若しくは地域と共同で自然共生サイトの認定を受けて

いる、又は認定申請を検討している 

想定する取組 

 宿泊施設自ら、若しくは地域と共同で自然共生サイトの認定を受けて

いる、又は認定申請を検討している 

 

※自然共生サイト： 

「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」として

国が認定したもの（用語集に区域の具体例を記載） 

生物多様性の保全が図られている区域とは、「生物多様性の価値を有

し、事業者、民間団体・個人、地方公共団体による様々な取組によって、

（本来の目的に関わらず）生物多様性の保全が図られている区域」を指

す 

   

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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3. 持続可能な国立公園づくりへの参画 

３－１ 保護と利用の好循環の仕組み作り 

国立公園に立地する宿泊施設として、国立公園の「保護と利用の好循環」の実現に関わること

が求められます。地域や宿泊客と連携して、国立公園の保護と利用の好循環を実現するために

必要な取組を確認してください。 

 

ステップアップ項目 

 

No. ２3 

チェック項目 
 宿泊客などの利用者が国立公園の自然環境保全に参加する機会を設

けている 

想定する取組 

 宿泊客などの利用者が国立公園の自然環境保全に参加できるアクティ

ビティやイベントを実施、案内している 

 

 

取組事例：「森コイン」のドネーションによる自然還元の取組

（４８ページ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 自社で実施していなくても宿泊客に対して地域関係者等が実施するア

クティビティ・イベントの紹介をする等、自然環境保全に参加する機会

創出を行っていればチェック可能 

 

CASE STUDY  
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ステップアップ項目 

 

No. ２4 

チェック項目 

 土産物や宿泊プラン、ガイドツアー等に自然環境保全に必要な費用を

付加した商品を販売し、その売上の一部を立地する国立公園の自然環

境保全の活動等に還元し、その情報を利用者にも提供している 

想定する取組 

 お土産等の売上の一部や、宿泊料金の一部が、国立公園の自然環境保

全を行う地域団体に寄付され、寄付金が国立公園の保全活動の資金に

充当されている 

 その上で、利用者にもその情報を提供している 

 連泊時、クリーニングやリネンサービスを実施しない場合のコストを換

算して自然環境保全の活動等に還元している 

 

 

取組事例：お土産の売上を自然環境保全に還元する取組

（49 ページ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 施設において何らかの売上や寄付の一部が、国立公園の自然環境保全

活動に還元されており、かつ利用者への情報提供が行われていればチ

ェック可能 

 

CASE STUDY  
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３－２ 環境に配慮した施設運営と持続可能な地域づくり 

国立公園に立地する宿泊施設として、環境負荷の少ない施設運営を行い、持続可能な地域づ

くりへ貢献することが求められます。地球環境への配慮と、持続可能な地域づくりのために必要

な取組を確認してください。 

 

コア項目 

①地産地消・調達 

 環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、地域や環境に配慮した食品や製品の調達に

必要な取組を確認してください。 

 

No. ２5 

チェック項目 
 提供する食材は宿泊施設が立地する地域でとれた食材を優先して使

用している 

想定する取組 

 食材の仕入れ先は地域の生産者を優先している 

 地域生産者から直接購入（卸や問屋などの中間業者を挟まず生産者か

ら直接購入、若しくは仲介手数料が加算されていない直売所等で購入

等）した農作物、肉、海産物、卵などを料理で使用・提供している 

チェックの 

考え方 

 施設において地域※産の食材を優先する考え方があり、日常的に複数

品目の地域食材を提供できていればチェック可能 

 

※「地域」の定義は、都道府県単位を基本とした上で、立地や交通網など

を踏まえて各宿泊施設で決定する 

  

 

No. ２6 

チェック項目 
 地域の製品・商品やサービス、地域事業者によるアクティビティを優先

的に調達・活用している 

想定する取組 

 ガイド、通訳、交通、土産物販売、清掃、造園、修理・整備等は地域事業

者を優先して活用している 

 地域の事業者によるアクティビティを優先的に案内または活用してい

る 

チェックの 

考え方 

 施設において地域※の製品・商品やサービスを優先する考え方があり、

日常的に複数種の製品・サービスを地域で調達していればチェック可

能 

 

※「地域」の定義は、都道府県単位を基本とした上で、立地や交通網など

を踏まえて各宿泊施設で決定する 
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②エネルギー・脱炭素 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、電力、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料

の使用量の削減に必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

 

No. ２7 

チェック項目 
 電気、ガス、ガソリン、灯油などエネルギーの使用量を把握した上で、前

年同期と比較して見直しを行っている 

想定する取組 

 送迎車、ＵＰＳ（無瞬断発電機）、発電機、芝刈機、灯油ストーブなどで使

用する電気、ガス、ガソリン、灯油、重油などの消費量を月単位で確認・

前年同期と比較し、大幅に増加している場合は原因究明と是正措置を

行っている 

チェックの 

考え方 

 使用量を把握し、前年同期と比較して見直しを行っていればチェック可

能 

 

No. ２8 

チェック項目 

 新たに器具や機器（照明器具、冷暖房機器、厨房機器等）を購入・導入

する際は、統一省エネラベルのｅマークが緑色である（図参照）など、エ

ネルギー効率の高いものを選択している 

 

（資料）「小売事業者表示制度（統一省エネラベル等）とは」（資源エネルギー庁） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_ne

w/saving/enterprise/retail/ 

※過去１年以内に器具や機器の導入を行っていない施設は、この項目は

適用外です（チェック不要） 
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想定する取組 

 照明器具、冷暖房機器、厨房機器などの導入の際に、統一省エネラベル

の e マークが緑色の機器を導入している 

 電球等を更新する際にエコマーク商品を選択している 

チェックの 

考え方 

 過去１年以内に購入した器具や機器についてエネルギー効率が高い器

具や機器※になっていればチェック可能 

 

※「エネルギー効率が高い器具や機器」の考え方 

① 照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、テレビ、電気温水

器、ガス・石油温水機器・エアコンについては、統一省エネラベルのｅ

マークが緑色のもの 

② ①以外の器具や機器のうちグリーン購入法の特定調達品目一覧に

記載がある商品は、エコマーク認定を取得しているなど、グリーン購

入法に適合しているもの 

（エコマーク事務局 エコマーク商品検索 HP 

 https://www.ecomark.jp/search/green_search.php） 

③ ①、②以外の器具や機器については、環境ラベル等データベースに

掲載されているマークが付与されているもの 

（環境ラベル等データベース HP 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/cat

egory/wrapping.html） 

 

※グリーン購入法の特定調達品目一覧： 

グリーン購入法の基本方針に基づいて決められた品目で、国等による

一定の調達があり、かつ、国等が環境物品等の調達を推進することで、

環境物品等への需要の転換が見込まれる品目 

具体的な製品についてはエコマーク認定を取得している製品を選択す

ることで、特定品目の判断の基準に適合しているものを選択できる

（一部例外あり） 

  

 

https://www.ecomark.jp/search/green_search.php
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/category/wrapping.html
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/category/wrapping.html
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コア項目 

 

No. ２9 

チェック項目 

 出勤時や移動時に、徒歩、自転車通勤、公共交通機関の利用、乗合バス

の運行、エコカーの利用推奨など、温室効果ガスの排出削減に繋がる

移動手段を推奨している 

 

※社員・従業員全員が社員寮などに住み込み、繁忙期や開業期間に泊ま

り込みである等、毎日の通勤時に温室効果ガスを排出しない施設は、

この項目は適用外です（チェック不要） 

  

想定する取組 

 社員の出勤時や地域内の移動時に地域バス、ハイブリッドカーや電気

自動車などのエコカー等温室効果ガスの排出削減につながる移動手段

を推奨している 

 社員用の乗合バスの運行を行っている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

① 廃棄物 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、廃棄物の排出量の削減に必要な取組を確認

してください。 

 

コア項目 

 

No. 30 

チェック項目 
 廃棄物の排出量を把握した上で、前年同期と比較して見直しを行って

いる 

想定する取組 
 分類別の廃棄物の排出量（重量又は袋数）を月単位で確認・前年同期と

比較し、大幅増加の場合は原因究明と是正措置を行っている 

チェックの 

考え方 

 使用量を把握し、前年同期と比較して見直しを行っていれば、必ずしも

減少していなくてもチェック可能 
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コア項目 

 

No. ３1 

チェック項目  ごみを分別している 

想定する取組 
 ごみと再利用できる資源の分別式ごみ箱を設置している 

 施設全体で、自治体の定める方法に従い分別を行っている 

チェックの 

考え方 

 客室ごとに分別していなくとも、施設から収集運搬事業者に渡る際に

自治体の定める方法に従った分別がされていればチェック可能 

 

No. ３2 

チェック項目 
 リサイクル素材やリサイクルが可能な製品以外の使い捨てのアメニテ

ィ、使い捨て食器等の提供を減らす取組を行っている 

想定する取組 
 宿泊客に事前周知した上で、使い捨てのアメニティや食器等を提供し

ないか、フロント等での必要な場合のみの提供としている 

チェックの 

考え方 

 使い捨てアメニティや食器等について、宿泊客への提供を必要最低限

とするような取組をしていればチェック可能 

 なお、提供する場合は、リサイクル素材やリサイクルが可能な製品を使

うことが望ましい 

 

No. ３3 

チェック項目 
 施設で使用する紙の使用量を把握し、削減に向けて見直しを行ってい

る 

想定する取組 
 紙の使用量を把握した上で、削減に向けてペーパーレス化に取り組ん

でいる 

チェックの 

考え方 

 使用量を把握し、削減に向けてペーパーレス化に取り組んでいれば、必

ずしも減少していなくてもチェック可能 

 

No. ３4 

チェック項目 
 滞在中に何度も使えるボトル等を用いた給水を推奨するなど、使い捨

て容器での飲料水提供を削減する取組を行っている 

想定する取組 

 滞在中に何度も使えるコップやボトルなどを使い、水道やウォーターサ

ーバー等から給水することを促している 

 サービス品として客室に飲料水等を設置している場合、ビンなどのリ

ユース可能な容器を使用している 

チェックの 

考え方 

 ウォーターサーバーではなく蛇口から出る水を飲料水として推奨して

いる場合でもチェック可能 
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コア項目 

 

No. 35 

チェック項目 
 フードロス削減の方針があり、方針に基づいて食事の提供方法の工夫

等によりフードロスの削減に取り組んでいる 

想定する取組 

 朝食・夕食付プランで事前に必要な食材の量を把握している 

 食事の終了時間を踏まえたビュッフェの提供方法の工夫などを実施し

ている 

 一次加工済の食材（肉野菜の皮むき、魚の下ろし等を地域事業者に依

頼して購入）を購入している 

 生ごみ処理機等の導入により、廃棄される生ごみの量を削減している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

② 水資源 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、水資源の利用量の削減に必要な取組を確認

してください。 

 

コア項目 

 

No. ３6 

チェック項目 

 水の使用量を把握した上で、前年同期と比較して見直しを行っている 

 

※湧水を利用しており使用量の把握が難しい場合は、この項目は適用外

です（チェック不要）（なお、湧水であっても子メーターを設置して把握

することが望ましい） 

  

想定する取組 
 水の使用量を月単位で確認・前年同期と比較し、大幅に増加している

場合は原因究明と是正措置を行っている 

チェックの 

考え方 

 使用量を把握し、前年同期と比較して見直しを行っていれば、必ずしも

減少していなくてもチェック可能 
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コア項目 

 

No. ３7 

チェック項目 

 新たにシャワーやトイレを導入する際は、節水型のものを選択している 

 

※過去１年以内にシャワー・トイレ機器の設置を行っていない施設は、こ

の項目は適用外です（チェック不要） 

  

想定する取組  節水型のシャワー、トイレを導入している 

チェックの 

考え方 

 過去１年以内に購入したシャワー・トイレ機器について節水型※のものに

なっていればチェック可能（なお、過去１年以内の購入がなく節水型で

ない設備しかない場合でも、利用者への呼びかけにより節水に努める

ことが望ましい） 

 

※節水型の考え方は以下の通り 

【シャワー】 

 「エコまち法」に基づき規定された「低炭素建築物認定基準」の“節水

に資する水栓”に該当する水栓で、公益財団法人日本環境協会のエ

コマーク認定した水栓、又は同等以上の節水性能を有する水栓が対

象 

 対象となる水栓がエコマーク認定製品であること、又はエコマーク品

同等以上の節水性能の有無は、メーカーのカタログやホームページ

等で確認可能 

 節水型のシャワーヘッドを導入している（従前のシャワーヘッドに対

する節水率が確認できる） 

 

【トイレ】 

 JIS規格と日本レストルーム工業会による「節水型トイレ」の性能基準

（洗浄水量が少ないもの）を満たした機器が対象 

 タンク式トイレ（大便器）では洗浄水量が６.５Ｌ以下、フラッシュバルブ

式（タンクレス）トイレ（大便器）で洗浄水量が８.５Ｌ以下、これらと同

等以上の性能・品質の機器が該当し、該当の有無はメーカーのカタ

ログやホームページ等で確認可能 

  

 



資料 4-２ 

27 

 

コア項目 

 

No. ３8 

チェック項目 

 連泊時の清掃サービスの削減（タオル交換は実施するがシーツ交換は

実施しない、室内清掃は３日に１回などの取組）、実施不要を選択肢と

して提供している 

想定する取組  連泊時の毎日の清掃を実施しないか、又は希望制としている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

 

ステップアップ項目 

① 地産地消・調達 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、地域や環境に配慮した食品や製品の調達に

必要な取組を確認してください。 

 

No. ３9 

チェック項目 

 施設の新改増築を行う場合は、地域の木材・建材や伝統的な建築様

式、伝統工芸品を使用している 

 

※過去１年以内に施設の新改増築を行っていない施設は、この項目は適

用外です（チェック不要） 

  

想定する取組 
 地域の木材を活用した建材を活用している 

 地域の伝統様式を踏まえた内装や家具の設置を実施している 

チェックの 

考え方 

 過去１年以内に実施した施設の新改増築において、地域の木材・建材や

伝統的な建築様式、伝統工芸品を使用していればチェック可能 

 

No. 40 

チェック項目 

 提供する食材について、地域で生産・加工された食材であること、具体

的な使用品目、生産者や生産背景などの魅力を宿泊客に伝わるように

レストラン入口の掲示やメニュー表等で示している 

想定する取組 
 提供する地域産の食材について、その魅力と産地情報をメニュー等に

記載している 

チェックの 

考え方 

 施設で扱う代表的な地域産の食材について、具体的な使用品目とその

魅力を宿泊客に伝わるように示していればチェック可能 
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ステップアップ項目 

 

No. 41 

チェック項目 

 グリーン購入法に基づく調達の判断基準に適合するものや環境ラベル

が付与された商品など、環境に配慮した食材・製品の購入やサービス

を選択する方針があり、方針に基づいた調達を日常的に 5 品目以上で

実施している 

 

※グリーン購入法の特定調達品目一覧： 

グリーン購入法の基本方針に基づいて決められた品目で、国等による

一定の調達があり、かつ、国等が調達を推進することで、環境物品等へ

の需要の転換が見込まれるもの 

具体的な製品についてはエコマーク認定を取得している製品を選ぶこ

とで特定品目の判断基準に適合しているものを選択できる（一部例外

あり） 

想定する取組 

 環境に配慮した食材・製品の購入やサービスを選択する方針があり、か

つ、以下のような取組を実施している 

 減農薬・低農薬、オーガニックの食材を使用した料理を提供している 

 グリーン購入法に基づく商品、フェアトレード商品を購入している 

チェックの 

考え方 

 環境に配慮した食材・製品の購入やサービスを選択※する方針があり、

かつ、日常的に５品目以上で環境に配慮した購入やサービス選択を行

っていればチェック可能 

 

※「環境に配慮した購入やサービス選択」の考え方は以下の通り 

① グリーン購入法の特定調達品目一覧に記載がある商品は、エコマ

ーク認定を取得しているなど、グリーン購入法に適合しているもの 

（エコマーク事務局 エコマーク商品検索 HP 

 https://www.ecomark.jp/search/green_search.php） 

② ①以外の機器については、環境ラベル等データベースに掲載され

ているマークが付与されているもの 

（環境ラベル等データベース 環境ラベルの情報を見る HP） 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabe

l/touroku.html） 

  

 

https://www.ecomark.jp/search/green_search.php
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/touroku.html
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/touroku.html
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② エネルギー・脱炭素 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料の使用

量の削減に必要な取組を確認してください。 

 

ステップアップ項目 

 

No. ４2 

チェック項目 

 自社の温室効果ガス排出量を把握するために、燃料の燃焼、送迎バス

や社用車の利用、購入電力などについて、ＧＨＧプロトコルに基づき排

出量算定（Scope1、Scope2）を実施している（Scope３まであるが

本項目では対象外、詳細は用語集参照） 

 

※ＧＨＧプロトコル： 

温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際的な規準 

地球温暖化対策のために企業が温室効果ガスの排出量を算定・報告す

るようになり、実態を反映した信頼性のある情報のための規準として

作成された 

  

想定する取組  ＧＨＧプロトコルに基づき排出量算定を実施している 

チェックの 

考え方 

 ＧＨＧプロトコルに基づいた排出量算定について、Scope１、Scope２

を実施していればチェック可能 
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ステップアップ項目 

 

No. ４3 

チェック項目 

 カーボン・クレジット（地域と共生し、自然公園法等の関係法令を遵守し

たプロジェクトにより創出されたもの）の購入により、カーボン・オフセ

ットに取り組んでいる 

 

※カーボン・クレジット：  

バイオマスボイラーや太陽光発電設備の導入、森林管理等のプロジェク

トを対象に、そのプロジェクトが実施されなかった場合の温室効果ガス

の排出量及び除去量の見通し（ベースライン排出量等）と実際の排出量

等（プロジェクト排出量等）の差分について、測定・報告・検証を経て、国

や企業等の間で取引できるよう認証したもの 

※カーボン・オフセット： 

日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等の温室効

果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を

行った上で、それでも排出される温室効果ガスについて排出量に見合

った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温

室効果ガスを埋め合わせるという考え方 

  

想定する取組 
 地域と共生し、自然公園法等の関係法令を遵守したプロジェクトにより

創出されたカーボン・クレジットを選択し、購入している 

チェックの 

考え方 

 施設運営においてカーボン・クレジットの購入を実施していればチェッ

ク可能 

 なお、購入するカーボン・クレジットは、地域と共生し、自然公園法等の

関係法令を遵守したプロジェクトにより創出されたものである必要が

ある 
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ステップアップ項目 

 

No. ４4 

チェック項目 

施設内で再生可能エネルギーによる発電を行っている、若しくは施設で使

用する電力に再生可能エネルギーを使用しており、これらの使用割合を把

握している 

 

※電力インフラが届いていない場所に位置する施設は、この項目は適用

外です（チェック不要） 

  

想定する取組 

 再生可能エネルギー由来の電力を購入しており、施設内でその使用割

合を把握している 

 施設で使用するエネルギーの一部に自家発電の太陽光エネルギーなど

を使用している 

チェックの 

考え方 

 施設で使用する電力の一部でも再生可能エネルギー由来の電力（施設

内で発電したものも含む）を用いており、その使用割合を把握していれ

ばチェック可能 

 

 

No. ４５ 

チェック項目 

 温泉を利用している施設において、温泉熱の有効活用により、エネル

ギー消費量の削減に取り組んでいる 

※温泉を利用していない施設については、この項目は適用外です（チェッ

ク不要） 

   

想定する取組 
 ヒートポンプ、熱交換器システムの導入など、温泉熱の有効活用を行っ

ている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 なお、導入にあたっては「温泉熱有効活用に関するガイドライン【改訂

版】」（環境省自然環境局 平成７年 3 月）の参照が望ましい。 
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ステップアップ項目 

 

No. ４６ 

チェック項目 

 電気自動車が充電できる体制を整えている 

 

※電力インフラが届いていない場所や、電気自動車での立ち入りが困難

な場所に位置する施設は、この項目は適用外です（チェック不要） 

   

想定する取組 
 電気自動車の充電スタンドを設けている 

 近隣の利用可能な充電スタンドを案内している 

チェックの 

考え方 

 施設において充電スタンドを設置している、又は近隣で宿泊客が利用

可能な充電スタンドが案内できればチェック可能 

 

No. ４７ 

チェック項目 

 安全管理や施設管理上必要な箇所以外の外構や共用部、従業員スペー

スについて、人感センサーやタイマー等を活用し、エネルギー消費量の

削減につながる電源管理をしている 

想定する取組 

 外構や共用部、従業員スペースにおいて、人感センサーやタイマーを用

いた電源管理をしている 

 電源のつけっぱなしがないかの見回り確認についてマニュアル化され

ており、決まった時刻等で恒常的に実施している 

チェックの 

考え方 

 センサーやタイマーの利用、定時での見回りなど、恒常的にエネルギー

量の削減を行うことのできる取組を実施していればチェック可能（気づ

いた際の消灯のみなど、恒常的でないものは不可） 

 

No. ４８ 

チェック項目 
 客室において、カードキーや人感センサーを活用し、外出時等不要な際

には電源が切れる電源管理をしている 

想定する取組 
 客室において、電力消費量の多い冷蔵庫やエアコンなどをカードキー

や人感センサーを活用した電源管理をしている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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ステップアップ項目 

 

No. ４９ 

チェック項目 

 施設の新増築を行う場合は、環境に配慮した施設設計としている 

 

※既存施設の増築で対応が難しい場合は、この項目は適用外です（チェッ

ク不要） 

  

想定する取組 

 新築時、増築時に国が推奨する検討ステップを踏まえてＺＥＢ ready

以上の性能を有した施設となっている 

 LEED 認証の取得を進めている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に掲げる各種認証等を受けていればチェック可能 

 

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）： 

 50%以上の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の

導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物について、そ

の削減量に応じて、①ZEB（100%以上削減）、②Nearly ZEB

（75%以上 100%未満削減）、③ZEB Ready（再生可能エネル

ギー導入なし）と定義 

 また、40%（建築物の種類によっては 30％）以上の省エネルギー

を図り、かつ、省エネルギー効果が期待されているものの、建築物

省エネ法に基づく省エネルギー計算プログラムにおいて現時点で

評価されていない技術を導入している建築物のうち１万㎡以上の

ものを④ZEB Oriented と定義している 

 ■ 
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③ 廃棄物 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、廃棄物の排出量の削減に必要な取組を確認

してください。 

 

ステップアップ項目 

 

No. ５０ 

チェック項目 

 ゼロ・ウェイストを目指す方針があり、方針に基づいて廃棄物の削減や

リサイクルの促進に取組んでいる 

 

※ゼロ・ウェイスト： 

資源の浪費をなくし、焼却や埋立に至る廃棄物を限りなくゼロに近づ

けることを目指す考え方 

リサイクルだけではなく、必要のないものを購入しないことなど、そも

そもの消費を減らす考え方も含まれる 

 

 

取組事例：黒川温泉一帯地域コンポストプロジェクト（５０ペ

ージ）を参考にしてください。 

 

 

取組事例：ホテルの生ごみを堆肥として再資源化する「環パ

イン プロジェクト」（５１ページ）を参考にしてください。 

  

想定する取組 

 ゼロ・ウェイストを目指すためのルールや方針を設定した上で、以下の

ような取組を実施している 

 廃棄物を削減するため、調達量をできるだけ削減している 

 再資源化可能な製品の調達を優先している 

 リサイクルできるもの（紙など）は専用のごみ箱や回収ボックスを設

置して回収している 

 調理場や食事会場から出る厨芥（野菜くずや食べ残しなど）は水切

りを徹底している 

 コンポスト容器、堆肥（たいひ）化装置の導入、地域の関係者（事業

者や農家等）と連携した食品残さのリサイクルに取り組んでいる 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

CASE STUDY  

CASE STUDY  
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ステップアップ項目 

 

④ 水資源 

環境負荷の低減と持続可能な地域づくりのため、水資源等への負荷を抑制する取組を確認し

てください。この取組は、汚水の浄化に使われるエネルギーの削減にもつながります。 

No. 5１ 

チェック項目 

 少なくとも共用部（キッチン等従業員用の箇所を含む）において、環境

配慮型の洗剤やバス用品を使用している 

 

※洗剤やバス用品の使用が一切ない場合は、この項目は適用外です（チ

ェック不要） 

  

想定する取組 

 環境配慮型の食器用洗剤を使っている 

 自社で洗濯を行う場合は、環境配慮型の洗濯洗剤を使っている 

 共用の浴場で使うシャンプーやボディーソープ等について、環境配慮

型の商品を利用している 

チェックの 

考え方 

 共用部（キッチン等従業員用の共用部含む）において対策を行っていれ

ばチェック可能 

 

※「環境配慮型」とは、石油系海面活性剤、リン酸塩、合成香料・着色料、

漂白剤、蛍光増白剤、防腐剤などを含んでいない製品 

  又は、無添加、植物由来の界面活性剤、石鹸成分であり、高い生物分解

性を有した製品 

※なお、国際的なエコラベル等が付されている商品もあり、適宜選択する

ことが望ましい 
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ステップアップ項目 

 

No. 5２ 

チェック項目 

 温泉資源の持続的利用のため、施設で使用する温泉の状態を定期的

に把握している 

 

※温泉資源を利用していない施設については、この項目は適用外です

（チェック不要） 

    

想定する取組 
 施設で使用する温泉の定期的なモニタリングを行っている 

 

チェックの 

考え方 

 源泉を所有・利用する施設については、源泉の温度・湧出量・水位のう

ち可能なもの一つ以上について定期的にモニタリングを実施していれ

ばチェック可能 

 配湯事業者等から温泉の供給を受ける施設については、施設全体での

使用量について定期的にモニタリングを実施している場合にチェック

可能 

 なお、源泉のモニタリング方法については「温泉モニタリングマニュア

ル」（環境省自然環境局 平成 27 年 3 月）の参照が望ましい 
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4. 国立公園ならではの体験ができるアクティビティの提供 

４－１ 国立公園ならではの体験ができるアクティビティの提供 

国立公園に立地する宿泊施設には、利用者に国立公園ならではの体験を提供する役割が求め

られます。宿泊客がこうした体験につながるアクティビティへ円滑に参加できるよう、施設独自、

又は地域と連携した取組を確認してください。 

 

コア項目 

 

No. ５３ 

チェック項目 

 宿泊客に自然体験アクティビティを紹介する際は、環境省の「国立公園

における自然体験アクティビティガイドライン」の基礎的項目（フェーズ

１）の項目を９割以上満たしたアクティビティを優先している 

 

※国立公園における自然体験アクティビティガイドライン： 

手引き６２ページ参照 

  

想定する取組 

 施設で取り扱うアクティビティについて「国立公園における自然体験ア

クティビティガイドライン」を９割以上満たしているアクティビティを優

先的に案内している 

チェックの 

考え方 

 「国立公園における自然体験アクティビティガイドライン」を9割以上満

たすアクティビティが一部でもあり、そのアクティビティを優先的に案

内していればチェック可能 

 なお、取り扱うアクティビティは全てアクティビティガイドラインを満た

していることが望ましい 

 

No. ５４ 

チェック項目 

 宿泊客に自然体験以外のアクティビティを紹介する際は、地域の資源

を適正に利用するガイドツアーや伝統文化・食に関する体験を優先して

いる 

想定する取組 
 地域の資源を適正に利用するガイドツアー・伝統文化・食に関する体験

等を案内している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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ステップアップ項目 

 

No. ５５ 

チェック項目 

 地域若しくは宿泊施設自身において、国立公園の要素を含む地域のス

トーリー（自然・暮らし・文化など地域の資源をつなぎ、その風景地の成

り立ちや価値を伝えるもの）や望まれる体験等を整理したもの（インタ

ープリテーション計画等）が作成されており、紹介するアクティビティ

（コア項目を満たすもの）と、地域のストーリーや望まれる体験が連動し

ている 

想定する取組 

 地域全体で作成されているインタープリテーション計画に沿ったアクテ

ィビティを案内している 

 宿泊施設自身でストーリーや望まれる体験等を整理し、その内容に沿

ったアクティビティを案内している 

 

 

取組事例：地域のストーリー整理によるツール開発と利用、

アクティビティの発信（５２ページ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. ５６ 

チェック項目 
 宿泊施設自ら又は地域の事業者、観光協会等の団体と連携してコア項

目を満たすアクティビティを開発し、提供している 

想定する取組 

 地域の事業者、観光協会等の団体による、コア項目を満たすアクティビ

ティの開発・提供に参加している 

 宿泊施設が主体となってコア項目を満たすアクティビティを開発し、提

供している 

 

 

取組事例：既存のアクティビティの磨き上げと自然還元の取

組（５３ページ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

CASE STUDY  

CASE STUDY  
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ステップアップ項目 

 

No. ５７ 

チェック項目 
 施設の従業員が国立公園の要素を含む簡易的なガイドが実施できるよ

うな取組を実施している 

想定する取組 

 社員研修等の一環としてガイド事業者等による研修や、資料を用いて

の勉強会を実施している 

 地域のガイド認証制度に参画している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. ５８ 

チェック項目 
 宿泊施設内で、従業員等による国立公園の要素を含むガイダンスを毎

日、又は希望者の希望に応じてその都度実施している 

想定する取組 

 宿泊施設内で、従業員等による国立公園に関するガイダンスを毎日、

又は宿泊客の希望に応じて実施している 

 宿泊施設内で、国立公園の要素を含む紹介動画を恒常的に放映してい

る 

チェックの 

考え方 

 別途のガイダンス時間を設けていなくとも、チェックイン時に詳細なガ

イダンスを行う、紹介動画の案内・放映を行う等の取組を実施していれ

ばチェック可能 

 

No. ５９ 

チェック項目  アクティビティの参加申込を受け付けている 

想定する取組 
 アクティビティ付きの宿泊プランを用意している 

 予約時や宿泊施設のフロント等でアクティビティ予約を受け付ている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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ステップアップ項目 

 

No. ６０ 

チェック項目 
 アクティビティを紹介する場合において、安全上の留意点や、事前準備

等の周知を行っている 

想定する取組 

 アクティビティ申し込み受付時に安全上の留意点・事前準備の案内を

行っている 

 アクティビティの留意点について共用部の動画放映などで幅広く周知

している 

チェックの 

考え方 

 アクティビティ事業者からだけではなく、宿泊施設での申し込み受け付

け時に留意事項や事前準備の伝達ができていればチェック可能 

 

No. ６１ 

チェック項目 
 通常立ち入れない場所や時間のガイドツアーなど、高付加価値化され

たアクティビティ（コア項目を満たすもの）を取り扱っている 

想定する取組 
 特別な場所へのガイドツアー、通常行われていない早朝・深夜等の限定

的な時間帯のツアーを実施している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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5. 国立公園ならではの体験を支える施設とサービスの提供 

５－１ 魅力的な利用施設の整備・管理、利用拠点の魅力向上への貢献 

宿泊施設をはじめとする国立公園内事業者の皆様には、国立公園利用者にとって魅力的な施

設であること、自身が位置する利用拠点の魅力向上に共に取り組むことが求められます。国立

公園ならではの魅力的な施設造りや、利用拠点の魅力向上に必要な取組を確認してください。 

 

コア項目 

 

No. 6２ 

チェック項目 
 インバウンド旅行者向けに多言語で施設概要や国立公園概要、アクティ

ビティ概要等の情報提供を行っている 

想定する取組 

 アメニティへの配慮について、多言語での発信を行っている 

 アクティビティの案内について、多言語で実施している 

 Ｎｏ．６６に示す国立公園に関する普及啓発について、多言語で実施し

ている 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

 

ステップアップ項目 

 

No. ６３ 

チェック項目 

 地域統一のルールや、自社で策定したルールに則って外観の修景や整

理を行うなど、国立公園内の景観を向上させる取組を自然公園法の規

制に上乗せして実施している 

想定する取組 

 自然公園法の遵守に追加して、地域で策定された景観ガイドラインや

計画に則って景観改善を図っている 

 自然公園法の遵守に追加して、自社でルール（屋外設備の目隠しや、屋

外への物の残置を避けるなど）を策定し、景観を向上させる取組を実

施している 

 

 

取組事例：妙高戸隠連山国立公園 良好な景観づくりの手引

きの作成（４７ページ）を参考にしてください。 
 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

CASE STUDY  
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ステップアップ項目 

 

No. ６４ 

チェック項目 

 宿泊利用者を含む利用者を対象とした国立公園内の利用施設（ベン

チ・東屋・トイレ・登山道や遊歩道・園地等）を整備している、又は整備に

関わっている 

想定する取組 

 宿泊利用者を含む利用者を対象とした国立公園内の利用施設（ベン

チ・東屋（あずまや）・トイレ・登山道や遊歩道・園地等）を整備している、

又はその整備に関わっている 

チェックの 

考え方 

 自社の敷地内における整備であっても、国立公園利用者が広く利用す

る施設であればチェック可能 

 

No. ６５ 

チェック項目 

 宿泊利用者を含む利用者を対象とした国立公園内の利用施設の維持

管理（工作物の修繕、登山道・遊歩道の草刈りや修繕、国立公園として

の特徴的な眺望確保のための伐採等）をしている、又は維持管理に関

わっている 

想定する取組 

 宿泊利用者を含む利用者を対象とした国立公園内の利用施設の維持

管理（工作物の修繕、登山道・遊歩道の草刈りや修繕、国立公園として

の特徴的な眺望確保のための伐採等）をしている、又は維持管理に関

わっている 

 

 

取組事例：尾瀬ファンのボランティアと連携した登山道保全

の取組（５４ページ）を参考にしてください。 

  

チェックの 

考え方 

 自社の敷地内における維持管理であっても、国立公園利用者が広く利

用する施設であればチェック可能 

 

CASE STUDY  
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５－２ 利用者への普及啓発 

国立公園内に位置する宿泊施設には、宿泊客を始めとする国立公園利用者に対し、国立公園

に関する普及啓発の役割を担うことが期待されます。利用者への普及啓発に必要な取組を確認

してください。 

 

コア項目 

 

No. ６６ 

チェック項目 
 国立公園名や特徴等の国立公園の基礎的な情報や、国立公園のルール

やマナーに関する情報を普及啓発している 

想定する取組 

 立地する国立公園名、区域、特徴等の基本的な情報を宿泊施設のロビ

ーやホームぺージ、パンフレット等で案内している 

 国立公園のルールやマナーに関する情報を宿泊施設のロビーやホーム

ぺージ、パンフレット等で案内している 

 携帯トイレの販売等、利用者の国立公園マナー遵守につながる取組を

宿泊施設で実施している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

 

ステップアップ項目 

 

No. ６７ 

チェック項目 
 国立公園マーク・統一フォント等の活用や、屋外の共用スペース・標識

における国立公園名の表示を行っている 

想定する取組 
 国立公園マーク・統一フォント等を活用している 

 屋外の共用スペース・標識で国立公園名を表示している 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 

 

No. 6８ 

チェック項目 
 宿泊客以外にも国立公園に関する情報展示（写真・パネル、デジタルサ

イネージ、映像放映等、学習スペース）を開放している 

想定する取組 
 ロビーの一部（書棚等含む）を国立公園の紹介コーナーとして開放して

いる 

チェックの 

考え方 

 「想定する取組」に記載のあるような取組を実施していればチェック可

能 
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IV. ガイドラインのチェックリスト項目の取組事例集 

 

ガイドラインのチェックリスト項目の取組事例集を整理しました。これらの取組は、地域の自然

や営み、歴史や文化などを背景に各施設が取り組んでいるものです。施設だけの取組のほか、地

域と一体となった取組も紹介しています。 

国立公園内の宿泊施設や地域の先進的な取組として、皆様の取組の参考にしてください。 

 

1．共通項目 

 

（１）地域と一体となったストーリーブックの作成と活用 

   （ホテルジャパン志賀／上信越高原国立公園） 

（２）施設開業前の地域関係者との連携強化 

   （らうす餐荘 2／知床国立公園） 

2．国立公園ならではの自然風景の保全 

 （１）「妙高戸隠連山国立公園 良好な景観づくりの手引き」の作成（妙高戸隠連山国立公園） 

3．持続可能性な国立公園づくりへの参画 

 

（１）「森コイン」のドネーションによる自然還元の取組 

   （水際のロッジ・CampUs／足摺宇和海国立公園） 

（２）お土産の売上を自然環境保全に還元する取組 

（五千尺ホテル上高地・上高地ホテル白樺荘／上信越高原国立公園） 

（３）黒川温泉一帯地域コンポストプロジェクト 

（黒川温泉観光旅館協同組合／阿蘇くじゅう国立公園） 

（４）ホテルの生ごみを堆肥として再資源化する「環パイン プロジェクト」 

（星野リゾート西表島ホテル／西表石垣国立公園） 

４．国立公園ならではの自然体験アクティビティの提供 

 

（1）地域のストーリーの整理によるツール開発と利用、アクティビティの発信 

   （水際のロッジ・CampUs／足摺宇和海国立公園） 

（2）既存のアクティビティの磨き上げと自然還元の取組 

   （第一滝本館／支笏洞爺国立公園） 

5．国立公園ならではの体験を支える施設とサービスの提供 

 
（1）尾瀬ファンのボランティアと連携した登山道保全の取組 

   （尾瀬小屋／尾瀬国立公園） 

 

 
2 令和８年夏季開業予定 
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 共通項目 

（1） 地域と一体となったストーリーブックの作成と活用 

宿泊施設 ホテルジャパン志賀（上信越高原国立公園） 

■高い環境意識の元で地域活動が行われているリゾート地 

志賀高原の中央エリアに位置する一の瀬地区は、上信越高原国立公園及び志賀高原ユネス

コパークの緩衝地域内に位置し、標高１,５００ｍ以上の空間にホテルが集積するという、ほか

にない特色を有するリゾート地です。 

一の瀬地区では、スキー場開発のために麓住民が入植して以降、代々地域住民がホテル経

営と生活を両立させてきました。地域の共同作業である「おてんま」の中で、水源管理、道路や

河川の掃除、共同林の草刈りや間伐作業等に取り組んでおり、地域での取組は一体となって

議論して決める風潮が出来上がっています。環境意識も高く、法令・規則の基準よりも厳しい

排水基準の設定や、自主的な登山道の整備なども「普通のこと」して行われていますが、経営

層や地域住民（ホテル従業員含む）において、一の瀬地区の特色・魅力が明確に整理されてお

らず、次世代へ十分に伝承されていない状況です。 

地域の特色・魅力をホテル従業員等の関係者が理解し、次世代に伝え、外部に発信していけ

るよう、地域資源にまつわる情報を分かりやすく取りまとめることを目指しました。 

 

■地域の全宿泊事業者による座談会形式での認識共有 

地域活動である「おてんま」に併せて、一の瀬地区全２１軒の宿泊事業者を対象に、「一の瀬

地区ならではの歴史や地域資源、大切にしたい取組」をテーマに座談会を開催し、地区内で大

切にしていくこと」、「地区外（お客様）に発信していくこと」を共有しました。 

暗黙知となっていた事柄について、過去の経緯や先代が掲げていた理念なども確認しなが

ら、十分な時間を取って座談会を実施したことで、多くの関係者間で理解が曖昧になってい

た取組の背景などの認識共有が進みました。 

 

■地域内外へ特色や魅力を伝えていくためのストーリーブックの作成 

座談会で整理した内容に加え、地域で保管されている資料の収集、インタビューの実施など

を踏まえて、地元のライター・カメラマン等の協力を得て、ストーリーブックを作成しました。ス

トーリーブックの英語概要版も作成し、地域のアクティビティ事業者に共有するなど、宿泊事

業者のみならず、地域が大切にしていることを利用者にも情報発信する体制を構築しました。 

作成したストーリーブック 

 

No.１１  
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（2） 施設開業前の地域関係者との連携強化 

宿泊施設 らうす餐荘（知床国立公園） ※令和８年開業予定 

■国立公園内における新規宿泊施設の開業に向けた準備 

知床国立公園は国内最東北端に位置する知床半島中央部から知床岬までの周辺海域を含

み、原生的な自然や多様な生態系などを背景に「世界自然遺産」に登録されています。また、

自然と共生したアイヌ文化を背景とした地域です。 

令和８年夏季開業予定の「らうす餐荘」（羅臼町湯ノ沢地区、国立公園内第２種特別地域）で

は、開業・施設運営を契機として、国立公園や世界遺産の自然・文化との共生や地域経済の好

循環への貢献を目指しており、環境省や羅臼町のほか、食産業・観光産業等の地域の関係事

業者と一体となった基盤作りが求められています。そのため、施設建設段階から地域と情報

共有を図り、地域の理解を得ながら事業を推進してきました。 

 

■国立公園ならではのアクティビティの検討 

地域関係者との情報共有の強化を図るために、らうす餐荘が主体となり、羅臼町に体制を

相談しながら、漁協、観光事業者、ビジターセンター、羅臼町、環境省等が参加する会議体を設

置し、国立公園や地域の文化を踏まえた施設運営の方針について意見交換を実施しました。 

意見交換会では、地域で整理されているストーリー、人気の高いアクティビティなどの情報

を確認・共有しました。その上で、宿泊利用者に提供するアクティビティについて、知床国立公

園の特徴や地域の産業・文化を踏まえたものとするための議論しました。検討したアクティビ

ティ（ビジターセンターと連携したクマに関するレクチャー、漁協と連携した競り（セリ）ツアー

の実施）は、有識者や地域関係者が実際に体験し、開業時に提供できるよう意見交換を行い、

今後の具体化に向けた方針を確認しました。開業後、運営を軌道に乗せながら、当地域ならで

はのアクティビティの具体化や提供が期待されます。 

開業する施設のイメージ 

  

アクティビティの磨き上げのために実施したモニターツアーの様子 

 

実際の競り（セリ） 

 

競り（セリ）をする施設見学 

 

クマレクチャー 
 

No.１３  
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 国立公園ならではの自然風景の保全 

（1） 「妙高戸隠連山国立公園 良好な景観づくりの手引き」の作成 

国立公園 妙高戸隠連山国立公園 

■妙高戸隠連山国立公園のルールと景観づくりに向けた手引きの作成 

妙高戸隠連山国立公園は、平成２７年に上信越高原国立公園か

ら分離独立して誕生した国立公園です。すばらしい山岳景観や希

少な動植物が生息・生育しており、登山やスキー、温泉、キャンプ

等様々な楽しみができる観光地も多くあります。 

このような、妙高戸隠連山国立公園の自然環境の保全と利用を

適切に進めるため、環境省と関係する地域が参加する「妙高戸隠

連山国立公園連絡協議会」を設立して一緒に国立公園のルール作

りを進め、景観づくりについても取り組んでいます。 

国立公園で守るべきルールは、全国共通のルール（「審査基

準」、自然公園法施行規則）と地域の実情に即したルール（管理運

営計画書の「許認可等取扱方針」）の二つから構成されています。 

 

■妙高戸隠連山国立公園の景観づくりで大切にしたいことの整理 

手引きでは、景観づくりの必要性を示すとともに、景観づくりで大切にしたいことを整理し

ています。国立公園の役割は、自然を保全するとともに、すばらしい自然景観を感じ、理解す

るために適正な利用の推進があります。国立公園の利用者に大切な自然を実感し、満足感を

得てもらうために、景観づくりで大切にしたい３点を整理しています。 

１．景観の保全 ２．自然とふれあう場づくり ３．生物多様性の保全 

自然が際立つよう、人がつくる

ものは極力目立たせないよう

にしましょう。 

自然とふれあう場は、自然がよ

り自然らしく感じられ、快適に

安心して楽しめる場になるよう

にしましょう。 

生物多様性は自然の根幹です。

様々な生きものとそれらの生

きものが生活する環境を守りま

しょう。 

 

■国立公園の関係者別の実践方法の整理 

我が国の地域制の国立公園では、国立公園の関係者も様々です。手引きでは、関係者が取

り組むためのポイントをそれぞれ整理しています。具体的には、「住まい」（地域住民）、「お店や

宿」、「駐車場・野営場・スキー場」、「共通」、「公共機関」で整理し、実践方法のポイントを示しな

がら、各主体における取組を促しています。 

 
出典：妙高戸隠連山国立公園 良好な景観づくりの手引き 

No.６３  
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 国立公園の持続可能性への貢献 

（2） 「森コイン」のドネーションによる自然還元の取組 

宿泊施設 水際のロッジ・CampUs（足摺宇和海国立公園） 

■自然環境や地域への寄付の気持ちを表す「森コイン」 

宿泊施設の理念として自然との共生をうたい、施設が立地している愛媛県松野町の目黒集

落や滑床渓谷をフィールドとしたガイドツアーなどのアクティビティを提供しています。宿泊者

と自然や地域との接点を増やし、保全と持続可能な利活用に関する意識を高める手段とし

て、自然環境保全費用を付加した商品・サービスの販売や、地域活動等に直接還元できるサー

ビスの提供を目指しています。その方法として、宿泊客等から寄付をいただき、そのお返しと

して集落内で活用できる「森コイン」（ギフトコインのようなもの）を提供するスキームを整理し

ました。 

森コインは、宿泊客が地域と交流する中で感じたお礼の気持ち

の印として手渡すことを推奨しており、宿泊客と地域の交流を促

すもの、若しくは宿泊施設内で地域の特産品と交換することで地

域経済へ貢献するものとして運用されています。 

その仕組みを再整理し、集落の住民と共にコンテンツ（地域の

農産物、水産物、人々との交流）を提供できるようにし、宿泊客の

来訪が集落の地域づくりに寄与する取組を目指しています。 

 

■「森コイン」のスキームや宿泊客とのコミュニケーション方法等の検討 

寄付の目的に関する周知方法・内容

や「森コイン」活用のスキーム（交換でき

るもの等）、寄付の還元先とその効果

の確認方法などを検討しました。又、初

めて当地を来訪した方にも「森コイン」

の取組を理解してもらい、地域での活

用を促進するために解説書を作成しま

した。解説書には、「森コイン」の説明と

ともに、寄付としての活用先を明記し

ました。令和７年度で寄付いただいた

「森コイン」については、令和８年度に国

立公園の自然環境保全に活用するとと

もに、地域活動にも活用していきます。 

宿泊者のみならず、森コインの取組

を支える地域関係者との連携を深めな

がら、自然環境保全を始めとした持続

可能な地域経済の構築に寄与していき

ます。 

No.２３  

森コイン 

「森コイン」の解説書（一部抜粋） 
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（3） お土産の売上を自然環境保全に還元する取組 

宿泊施設 五千尺ホテル上高地・上高地ホテル白樺荘（上信越高原国立公園） 

■宿泊施設による自然保護・維持管理につながる商品の開発 

中部山岳国立公園内の上高地に位置する宿泊施設である五千尺ホテル上高地と上高地ホ

テル白樺荘では、収益の一部を登山道の整備や環境保全に取り組む団体に寄付する上高地の

土産品として「稜線バタークッキー」を企画・開発し、２０２２年８月から販売を開始しています。 

 

■商品開発に至った経緯 

上高地の登山道整備については、行政の対応が追いつかない部分がある中で、その一翼を

担っていた山小屋がコロナ禍による登山客減少で苦労している背景があり、利用客から保全

活動に関する財源確保の協力を得る仕組みとして、上高地でしか買えない商品の開発に至り

ました。このように地域課題が先にあり、それを解決する手段として企画が行われています。 

 

■寄付の仕組みや取組のポイント 

「稜線バタークッキー」は、クッキー１枚当たりの寄付額を１０円として、国立公園内の環境整

備といった明確な使途に利用する２団体（北アルプス登山道等維持連絡協議会、自然公園財

団上高地支部）への寄付が行われており、２０２２年度は２００万円程度、２０２３年度は４００万

円程度、２０２４年度は４４０万円程度の寄付を実現しています。このようなクッキー１枚当たり

の寄付額や寄付先、地域全体における販売数・金額については宿泊施設の SNS 等で公表し

ており、このように会計情報をオープンにすることで、地域や顧客による好意的な受け止めに

つながっています。 

 
出典：五千尺ホテル上高地 HP 

No.２４  
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（4） 黒川温泉一帯地域コンポストプロジェクト 

宿泊施設 黒川温泉観光旅館協同組合（阿蘇くじゅう国立公園） 

■黒川温泉全体で取組む「２０３０年ビジョン」 

黒川温泉は、「黒川温泉一旅館」という地域理念を掲げており、一つ一つの旅館が“離れ部

屋”、旅館をつなぐ小道は“渡り廊下”、自然の景観は“宿の庭”と温泉街全体が一つの大きな

旅館のように自然に溶け込んでいます。旅館は個々で競いながら質を高める一方で、手をと

り知恵を出し合い温泉地全体の繁栄を志しています。同組合には、旅館が 30 軒あり、阿蘇く

じゅう国立公園内の宿泊施設も数軒含まれています。 

同組合では、里山の風土”人と自然の共生”を元に旅館が持つ日本文化に根ざした時間と空

間で世界中の人々をもてなし、阿蘇くじゅうの豊かな地域資源を活用、循環させることで、環

境、経済、人々の幸福につながるサステナブルな温泉地を目指して「２０３０年ビジョン」を策

定し、「黒川温泉一帯地域コンポストプロジェクト」などの実証実験を進めています。 

 

■黒川温泉一帯地域コンポスト（堆肥）プロジェクトの概要 

黒川温泉では、２０２０～2022年にかけて、旅館

から出る食品残さ（生ごみ）を活用して完熟堆肥を

作り、その堆肥で育てた野菜を旅館で提供する一連

の地域資源循環の実証実験を実施しています。 

堆肥の作成時に必要な床材（生ごみを腐らせず

に、減量、減容するための副資材）は、農家や建設会

社、物産館から入手したり、温泉街の落ち葉など地

域資材から収集したりしています。２０２０年は４か

月間で約 2,000L の堆肥を作りました。堆肥で栽

培された野菜は旅館への提供に加え、クラフトトマ

トジュースとして商品化され、完売しました。 

 

■今後の展望 

現在は、組合として実証実験した成果を元に、各

旅館でのサステナブルな取組や自治体と連携した資

源循環の活動への展開を目指しています。旅館組合

の利益追及だけではなく、「食」や「サステナブル」を

動機とする旅館宿泊者を増やすことで地域全体の利

益を高め、黒川温泉の取組から、南小国町全体の取

組まで循環の輪を広げることを目指しています。 

 

 

 

出典：黒川温泉 HP 

No.４９  
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（5） ホテルの生ごみを堆肥として再資源化する『環パイン プロジェクト』 

宿泊施設 星野リゾート西表島ホテル（西表石垣国立公園） 

■勝手にＳＤＧｓ（星野リゾートの地域貢献や環境配慮の取組） 

星野リゾートでは、創業当時から木製水車による水力発電の導入、隣接する国有林を活用

したエコツーリズムの推進など、代々「環境との共生」に取り組んできました。その後、経済価

値と社会価値を両立するＣＳＶ経営（共通価値を創造する経営）のもと、ＳＤＧｓをその促進の

フレームワークとして捉え、環境経営の推進やフードロスの削減、伝統文化・伝統工芸の継承

に向けた取組など、各施設が実施するユニークな取組を「勝手ＳＤＧｓ」として実施しています。 

同社の西表島ホテルは、島の自然環境を保護し、持続可能な観光の仕組みを作るため、日

本初の「エコツーリズムリゾート」を目指しています。ペットボトル販売廃止や１ＷＡＹプラスチッ

クフリー、イリオモテヤマネコのロードキル防止活動など地域の環境に配慮しながら、世界遺

産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを１年を通して提案しています。 

本コラムでは、「勝手にＳＤＧｓ」の取組の一つである「環パイン プロジェクト」を紹介します。 

 

■「環パイン プロジェクト」の概要 

西表島でのピーチパイン生産活動では、肥料の価格高騰が課題となっており、パイン農家に

よって、島内で排出された生ごみを堆肥として活用する循環型農業の取組が行われていまし

た。西表島ホテルでもこのパイン農家の取組と協働し、２０２４年からは「環パイン プロジェク

ト」を開始しています。同プロジェクトでは、ホテル敷地内に堆肥舎を設け、ホテルのレストラン

で出た生ごみをホテル敷地内で堆肥にしており、出来上がった堆肥は２０２４年冬から島内の

パイン農家へ配布予定です。また、その堆肥を使って栽培されたピーチパインを、毎年パイン

農家と協働してホテルで開催している「春のピーチパイン祭り」で宿泊者に振る舞うことを目

標としています。このイベントでは、西表島の特産品であるピーチパインを実際に味わい、おい

しさの秘密を島のパイン農家から直接学ぶことができます。島内の持続可能な循環型農業に

貢献し、さらに観光資源としてのピーチパインの価値向上を目指しています。 

 

出典：星野リゾート HP 

No.４９  
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 国立公園ならではの体験ができるアクティビティの提供 

（1） 地域のストーリー整理によるツール開発と利用、アクティビティの発信 

宿泊施設 水際のロッジ・CampUs（足摺宇和海国立公園） 

■地域の資源やストーリーを体系的に整理し、伝えるためのツール作成の必要性 

施設が立地する松野町は「森の国」とうたわれており、さらに立地する滑床渓谷の目黒川は

四万十川の源流の一つであることから、足摺宇和海国立公園において森川海のつながりを感

じられる場所となっています。宿舎スタッフがツアー等でこれらの魅力を宿泊客に伝えるに当

たって、これまでは各スタッフが地域住民等から学んだことを個別にまとめた資料を使用して

きました。そのような背景から、森川海のつながりに着目した地域のストーリーを整理し、さら

に宿泊施設で提供するアクティビティの中で宿泊客に伝えていくためのツールを作成するこ

とが必要でした。 

 

■地域のストーリーを伝える「メッセージカード」と「解説書」の作成 

文献調査、地域の歴史をよく知る方や伝統文化に関わる方等への聞取り調査をするととも

に、専門家ツアーやモニターツアーを実施し、３６の地域資源やストーリーを整理しました。整

理した地域資源やストーリーは、自然や地理、文化を見る際の切り口として位置づけ、「メッセ

ージカード」を作成しました。また、「メッセージカード」に記載された国立公園内の地域資源や

ストーリーを整理した「解説書」を作成しました。これまでは社内のガイドの暗黙知となってい

た内容について、メッセージカードや解説書にして見える化することで、施設スタッフから顧

客に伝えるメッセージの統一や人材育成にもつながることが期待できます。これらのツールを

活用して言葉だけでは伝わり切らなかった地域の魅力を発信していきます。 

メッセージカードと解説書 

  
 

No.５５  
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（2） 既存のアクティビティの磨き上げと自然還元の取組 

宿泊施設 第一滝本館（支笏洞爺国立公園）【令和７年度試行的取組】 

■温泉＋αのコンテンツの整備・発信の必要性 

登別エリアの類いまれな源泉を生かした温泉は、旅行者の認知度や満足度が高いものの、ト

レッキングやウインタースポーツなどのアクティビティの認知度は低い状況にあります。また、

国立公園に立地しているものの、国立公園のストーリーや資源を理解し、これらを生かした国

立公園ならではのアクティビティの造成と周知には至っていないのが現状です。 

そこで、温泉＋αでアクティビティを楽しむことができる環境づくりを行い、温泉地として

の魅力を向上させることで、長期滞在も含めた多様な滞在を楽しめる観光地を目指します。 

 

■既存ツアーの国立公園ならではのツアーへの磨き上げ 

国立公園ならではのアクティビティ造成のため、人気の高い二つの冬季ツアーを対象に磨

き上げを実施しました。具体的には、ガイド説明の中でこれまで以上に国立公園の魅力が伝わ

るよう、既存の案内内容を文字化した情報を元にしながら、現地保護官等と連携し、案内内容

をブラッシュアップしました。 

ブラッシュアップしたツアー内容をもとに地域関係者等を対象としたモニターツアーを実施

し、国立公園の魅力が伝わったかどうかや、更なる改善点等を確認しました。また、ツアーの周

知を強化し、旅前からの情報提供の充実化を行いました。 

磨き上げの対象としたツアー 

   
大湯沼の特別展望ツアー            オロフレ峠へのスノーシューと樹氷ツアー 

 

■ツアーを通じた自然環境保全の仕組みの構築 

国立公園ならではのアクティビティとして、磨き上げの対象としたツアーの代金の一部を協

力金として受け取り、自然環境保全へ還元していく仕組みの構築に向けて、寄附候補先の整

理等、関係者の状況確認を行いました。仕組み構築に当たっては、地域の既存組織である登

別アドベンチャー協会と連携し、同協会を通じて自然環境保全へ寄与していくことを想定して

います。協力金金額の検討に当たっては、外国人旅行者も含めたツアー参加者に協力金支払

意思額等を確認するアンケートを実施し、結果も参考にしました。 

今後は、地域の還元先や対象とするツアーの拡大、周知強化により、安定的に自然環境保全

のサイクルが回ることが期待されます。 

No.５４  
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 国立公園ならではの体験を支える施設とサービスの提供 

（1） 尾瀬ファンのボランティアと連携した登山道保全の取組 

宿泊施設 尾瀬小屋（尾瀬国立公園） 

■持続可能な木道・登山道の整備に向けた新たな挑戦 

尾瀬の湿原や林内の登山道には、主に植生を保護する目的で木道が整備されており、その

総延長は約65kmになります。木道は、登山やハイキングで尾瀬を訪れる人々はもちろん、山

小屋のオーナーやスタッフ、食料や燃料などの物資を山小屋まで運ぶ歩荷など、尾瀬で働く

人々にとっても、生活や仕事を支える重要なインフラです。 

木道の寿命は一般に７～10 年ほどで、傷んだ木道は設置・管理者が修繕や更新を行ってい

ますが、限られた予算の中で整備を進めていることから、近年の物価高騰の影響もあり、修

繕・更新のペースが追い付いていないのが現状です。そこで、利用者と協働した持続可能な施

設管理の在り方の確立を目指し、尾瀬小屋が主体となって木道の修繕作業を参加・体験型の

アクティビティとして企画・実施しました。 

 

■ボランティアと関係者の協働による 

桟木打ちの実施 

尾瀬小屋のSNSや歩荷のYouTubeな

どで参加者を募集し、集まった尾瀬のファ

ン（ボランティア）と山小屋スタッフ、山岳ガ

イド、歩荷、環境省現地保護官事務所など、

総勢４２名が参加しました。約１.８ｋｍの区

間にわたって木道の修繕作業（滑り止めの

桟木打ち）を実施し、初めて修繕作業を経

験する参加者には山小屋スタッフや尾瀬ガ

イドなどの経験者が指導するなど、安全な

作業環境の構築にも留意しました。 

 

■イベントの持続化に向けた工夫 

尾瀬小屋では、日頃かＳＮＳを活用して尾瀬の日常や風景

を継続的に発信しており、尾瀬に興味・関心の高いファン層を

獲得しています。今回のイベントでも、尾瀬ファンをはじめ、

環境保全や尾瀬への貢献に興味・関心が高い層への周知や

働きかけを行いました。 

 また、登山道の管理者（本事例は環境省直轄）、現地保護官

事務所や自治体と事前に作業内容を調整することで、効率的

な準備や運営が実現できました。加えて、山小屋スタッフ、歩荷、山岳ガイドなど、生活や仕事

の中で木道を利用する多様な主体と連携することで、イベント後に実施した参加者アンケート

結果では、木道の維持管理への関心度の向上が確認されました。 

No.６５  

桟木打ち作業の様子 

桟木打ち作業後の木道の比較 

木道の維持管理への関心度の変化 

とても向上した

14名

(93.3%)

少し向上した

1名

(6.7%)
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V. 用語集 

用語 解説 

アドベンチャートラベル  「自然との触れ合い」、「文化交流」、「身体的活動（フィジカル

なアクティビティ）」の三つの要素を中心に据えた旅行形態。 

 単なるレジャーや観光にとどまらず、旅行者が自然環境や地

域文化と深く関わり、自己変革や学びを得ることが目的。 

ネイチャーポジティブ  日本語訳で「自然再興」。「自然を回復軌道に乗せるため、生物

多様性の損失を止め、反転させる」ことを指す。これまでの自

然環境保全だけでなく、経済から社会、政治、技術までの全て

にまたがって改善を促していくことで、自然が豊かになって

いくプラスの状態にしていこうというのが趣旨。 

 国内では、令和５年３月に閣議決定した「生物多様性国家戦略

２０２３-２０３０」において、令和１２年（２０３０年）までにネイチ

ャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。具

体的には、陸域、海域それぞれの３０％を健全な生態系として

保全する（30by30）目標が掲げられている。 

高付加価値化  単に富裕層を対象に高額で豪華な宿泊施設やサービスを提

供するのではなく、以下の①及び②を付加価値として高める

こと。 

 自然体験アクティビティの高付加価値化に当たっては、コンテ

ンツ造成、安全対策・危機管理、環境への貢献・持続可能性の

三つの観点から高付加価値化を目指すことが重要である。 

①国立公園だからこそ守られてきた貴重な自然環境を基盤

として、その土地の生活・文化・歴史を踏まえた国立公園な

らではの本物の価値に基づく（魅力的な）感動や学びの体

験を提供することで、利用者に自己の内面の変化（トラン

スフォーメーション）を起こすことを目指す。 

②サステナビリティ及びレスポンシビリティの観点で、保護と

利用の好循環の実現を目指す。 
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用語 解説 

自然共生サイト 

 

 「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区

域」として国が認定したもの。 

 生物多様性の保全が図られている区域とは、「生物多様性の

価値を有し、事業者、民間団体・個人、地方公共団体による

様々な取組によって、（本来の目的に関わらず）生物多様性の

保全が図られている区域」を指す（具体例は以下の通り）。 

企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオト

ープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺

林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑

地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の

公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用

されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水

源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓

練のための草原 等 

     

グリーン購入法の 

特定調達品目一覧 

 グリーン購入法の基本方針に基づいて決められた品目で、国

等による一定の調達があり、かつ、国等が調達を推進するこ

とで、環境物品等への需要の転換が見込まれるもの。具体的

な製品についてはエコマーク認定を取得している製品を選ぶ

ことで特定品目の判断基準に適合しているものを選択できる

（一部例外あり）。 

環境ラベル  商品やサービスがどのように環境負荷低減につながるかを教

えてくれるマークや目印のこと。 

ＧＨＧプロトコル  温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際的な規準。

地球温暖化対策のために企業が温室効果ガスの排出量を算

定・報告するようになり、実態を反映した信頼性のある情報の

ための規準として作成された。 
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用語 解説 

カーボン・クレジット  バイオマスボイラーや太陽光発電設備の導入、森林管理等の

プロジェクトを対象に、そのプロジェクトが実施されなかった

場合の温室効果ガスの排出量及び除去量の見通し（ベースラ

イン排出量等）と実際の排出量等（プロジェクト排出量等）の差

分について、測定・報告・検証を経て、国や企業等の間で取引

できるよう認証したもの。 

カーボン・オフセット  日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等

の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減

るよう削減努力を行った上で、それでも排出される温室効果

ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に

投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わ

せるという考え方。 

ゼロ・ウェイスト  資源の浪費をなくし、焼却や埋立に至る廃棄物を限りなくゼ

ロに近づけることを目指す考え方。リサイクルだけではなく、

必要のないものを購入しないことなど、そもそもの消費を減

らす考え方も含まれる。 

ＦＳＣ認証  Forest Stewardship Council の略。環境、社会、経済に

配慮し、適切に管理された森林から生産された林産物や、リス

クの低い林産物を使用した製品を消費者に見える形で届ける

仕組み。 

ZEB（ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ビル） 

 50%以上の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー

等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物に

ついて、その削減量に応じて、①ZEB（100%以上削減）、②

Nearly ZEB（75%以上 100%未満削減）、③ZEB Read

y（再生可能エネルギー導入なし）と定義している。 

 また、40%（建築物の種類によっては 30％）以上の省エネル

ギーを図り、かつ、省エネルギー効果が期待されているもの

の、建築物省エネ法に基づく省エネルギー計算プログラムにお

いて現時点で評価されていない技術を導入している建築物の

うち１万㎡以上のものを④ZEB Oriented と定義している。 

LEED  Leadership in Energy and Environmental Design

の頭文字。環境配慮された優れた建築物を造るため先導的な

取組を評価するグリーンビルディングの国際的な認証プログ

ラム（環境性能評価認証システム）。 

インタープリテーション

計画 

 「その場所らしさ、ならではの価値」の探求を基礎とした、「来

訪者の体験」の提案と「ストーリー」の共有を軸とする、その地

域（又は施設）と来訪者との間のコミュニケーションの在り方

を誰にでも分かりやすく可視化したもの。 
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用語 解説 

国立公園統一マーク  環境省が作成した国立公園の統一マーク。

「国立公園満喫プロジェクト」の一環とし

て、日本の国立公園の価値や魅力を地域

の人々を含む関係者と改めて見直し、国

内外に向けて「訪れる価値のある魅力的な

場所」としてブランディングしていくことを

目的に平成２９年に作成された。 

 なお、使用する場合は国立公園統一マーク

使用規定（以下 URL）を確認すること。 

https://www.env.go.jp/nature/mankitsu

-project/pdf/mark_agreement.pdf 
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VI. 参考資料 

 宿泊施設における国際認証及びＯＴＡの取組 

ここでは、このガイドラインのチェック項目のうち、環境保護、文化継承、地域社会への配慮、

持続可能な運営など、ESG（環境・社会・ガバナンス）や SDGs（持続可能な開発目標）に関する

取組に関連して参考となる、宿泊施設の国際的な認証制度の例を紹介します。 

 
（1） 認証制度を管理する機関 

① GSTC（Global Sustainable Tourism Council） 

 持続可能な観光（サステナブル・ツーリズム）のための国際的な基準を策定・管理している国

際非営利団体 

○ＧＳＴＣのＨＰ 

 https://www.gstc.org/ 

 

② TSCA（Tourism Sustainability Certifications Alliance） 

 観光産業における持続可能な運営を評価し、国際的な基準に適合した企業や観光地に与え

られる認証制度を運用している認証機関の組合 

〇TSCA の HP 

 https://tourismsustainability.org/ 

 

（2） 都市型の宿泊施設をはじめ全ての宿泊施設を対象とした認証制度 

① Green Key 

 デンマークの環境教育財団（FEE）が運営する、宿泊施設などの持続可能な環境運営を評価

し認証する国際的なエコラベル 

○Green Key のＨＰ 

 https://www.greenkey.global/ 

○日本における認証団体のＨＰ（一般社団法人 JARTA） 

 https://jarta.org/greenkey/ 

 

② Sakura Quality An ESG Practice（サクラクオリティグリーン） 

 米国 GSTC（The Global Sustainable Tourism Council、持続可能な国際基準を策

定・管理している団体）にその基準が承認された、宿泊施設向け日本発のＥＳＧ認証 

○Sakura Quality An ESG Practice（サクラクオリティグリーン）のＨＰ 

 https://www.sakurastay.com/ 

  

https://www.gstc.org/
https://tourismsustainability.org/
https://www.greenkey.global/
https://jarta.org/greenkey/
https://www.sakurastay.com/
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（3） 自然保全に特化した宿泊施設を対象とした認証制度 

① ASEAN Ecotourism Standard for Activities, Facilities, Services 

 持続可能性の実現に取組む観光企業のためのトレーニング、マネジメント、認証制度を提供

する機関 

○ASEAN Ecotourism Standard for Activities, Facilities, Services のＨＰ 

https://asean.org/book/asean-ecotourism-standard-for-activities-

facilities-services/ 

 

② Asian Ecotourism Network 

 エコを実践し、運用改善をしている観光地、宿、交通機関、ツアーオペレーターを認知し、訪

日観光客にも情報提供を行う団体 

○Asian Ecotourism Network の HP 

https://www.asianecotourism.org/ 

 

（4） 日本の宿泊施設の取組（ＯＴＡによるサステナブル認定） 

① Google 

 「エコ認定ホテル」の登録 

○ホテルのサステナビリティに関する説明 

https://support.google.com/travel/answer/10976106?hl=ja 

○エコ認定に関する基準と問合せ窓口 

https://travalyst.org/ 

 

② Booking.com 

 「サステナブル・トラベル」プログラムへの登録 

○Booking.com HP（サステナブルに関する取組） 

https://sustainability.booking.com/?label=ja-jp-booking-desktop-S5

uwdnH3pZRuPZ5jPI9OTAS655523704762%3Apl%3Ata%3Ap1%3A

p2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15562606471%3Alp9197

720%3Ali%3Adec%3Adm&gclid=EAIaIQobChMIzIjs0YutkgMVTtdMA

h0a3gwWEAAYASAAEgK1lPD_BwE&aid=2311236 

 

③ 楽天トラベル 

 「サステナブルトラベルバッジ」の表示 

○サステナブルトラベルバッジの説明 

 https://travel.rakuten.co.jp/special/sustainability/hotels/ 

 

  

https://asean.org/book/asean-ecotourism-standard-for-activities-facilities-services/
https://asean.org/book/asean-ecotourism-standard-for-activities-facilities-services/
https://www.asianecotourism.org/
https://support.google.com/travel/answer/10976106?hl=ja
https://travalyst.org/
https://sustainability.booking.com/?label=ja-jp-booking-desktop-S5uwdnH3pZRuPZ5jPI9OTAS655523704762%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15562606471%3Alp9197720%3Ali%3Adec%3Adm&gclid=EAIaIQobChMIzIjs0YutkgMVTtdMAh0a3gwWEAAYASAAEgK1lPD_BwE&aid=2311236
https://sustainability.booking.com/?label=ja-jp-booking-desktop-S5uwdnH3pZRuPZ5jPI9OTAS655523704762%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15562606471%3Alp9197720%3Ali%3Adec%3Adm&gclid=EAIaIQobChMIzIjs0YutkgMVTtdMAh0a3gwWEAAYASAAEgK1lPD_BwE&aid=2311236
https://sustainability.booking.com/?label=ja-jp-booking-desktop-S5uwdnH3pZRuPZ5jPI9OTAS655523704762%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15562606471%3Alp9197720%3Ali%3Adec%3Adm&gclid=EAIaIQobChMIzIjs0YutkgMVTtdMAh0a3gwWEAAYASAAEgK1lPD_BwE&aid=2311236
https://sustainability.booking.com/?label=ja-jp-booking-desktop-S5uwdnH3pZRuPZ5jPI9OTAS655523704762%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15562606471%3Alp9197720%3Ali%3Adec%3Adm&gclid=EAIaIQobChMIzIjs0YutkgMVTtdMAh0a3gwWEAAYASAAEgK1lPD_BwE&aid=2311236
https://sustainability.booking.com/?label=ja-jp-booking-desktop-S5uwdnH3pZRuPZ5jPI9OTAS655523704762%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15562606471%3Alp9197720%3Ali%3Adec%3Adm&gclid=EAIaIQobChMIzIjs0YutkgMVTtdMAh0a3gwWEAAYASAAEgK1lPD_BwE&aid=2311236
https://travel.rakuten.co.jp/special/sustainability/hotels/
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（5） 宿泊施設だけでなく企業の環境配慮に関する認証制度 

① B Corp 

 米国の非営利団体Ｂ Ｌａｂが運営する社会や環境への配慮に関する厳格な基準を満たした

企業に与えられる国際的な認証制度 

○非営利団体Ｂ ＬａｂのＨＰ 

 https://www.bcorporation.net/en-us/ 

 

 

 宿泊施設のアクセシビリティやインクルージョンに関する取組 

（1） 観光施設における心のバリアフリー認定制度 

■認定制度の概要 

全国で５００以上の施設・店舗が登録している。バリアフリー対応や情報発信に積極的な観

光施設が対象となり、認定を受けた施設には観光庁の認定マークが交付され、高齢者や障害

者が安全で快適に旅行できる環境づくりが促進される。認定マークは認定の日から起算して

５年間利用できる。 

 

■認定基準 

①施設のバリアフリー性能を保管するための措置を三つ以上行っている。 

（例：筆談対応・浴室用の取り外し可能な手すり・視覚障がい者に対する「クロックポジショ

ン」を用いた配膳など） 

② バリアフリーに間する教育訓練を年に１回以上実施している。 

③自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、バリアフリーの情報発信を積極的に発信して

いる。 

 

出典：観光庁観光施設における心のバリアフリー認定制度 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokorono_barrier-fr

ee/index.html?utm_source=copilot.com 

 

 

 

https://www.bcorporation.net/en-us/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokorono_barrier-free/index.html?utm_source=copilot.com
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokorono_barrier-free/index.html?utm_source=copilot.com
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 国立公園の宿舎事業に関する取組 

（2） 国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドライン Ver.４ 

■ガイドラインの概要 

環境省では全国の国立公園で提供される様々なアクティビティについて、アクティビティを

提供する事業者自らが「アクティビティ造成」、「安全対策・危機管理」、「環境への貢献・持続可

能性」の三つの観点から、その質を確認することができるガイドラインを作成しました。 

自然資源を活用した付加価値の高いアクティビティ作りは、旅行者の満足度を高め、リピー

ターの増加やアクティビティ単価の向上に寄与します。また、多くの地域プレーヤーの方々と

交流することで、地域の自然環境や地域の人々にもメリットをもたらし、旅行者に長く選ばれ

続ける地域づくりにもつながります。より質の高い国立公園ならではのアクティビティの提供

が進むように作成したガイドラインです。詳細は以下のＵＲＬよりご確認いただけます。 

https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/nxc-guidelines/ 

 

■ガイドラインの構成 

個別事業者の取組が中心となる基本的項目（フェーズ１）と、地域に貢献する取組や、地域関

係者との連携を意識した発展的項目（フェーズ２）の 2 段階で構成されています。 

 

■ガイドラインの活用について 

国立公園において自然体験アクティビティを提供している事業者の皆様に向け、国立公園

が訪問目的となるアクティビティ作りやアクティビティの高付加価値化のために重要と思われ

るポイントを、セルフチェックできるように整理したものです。 

①ガイドラインの各項目についてセルフチェックし、足りていないと思われる点を把握し、改

善を図ることで、アクティビティの質の向上につなげます。 

②旅行者に選ばれる観光地域づくりに向け、行政や地域の観光推進組織や環境省地方環境

事務所など地域関係者とのコミュニケーションツールとして活用いただけます。地域や事

業の特性に応じて、追加が必要な項目などは適宜追加してご活用ください。 

    

https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/nxc-guidelines/
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令和8年度以降の運用方針（案）

運用方針(案)

全体
ガイドラインやチェックリストの考え方について、説明会等の普及啓発を実施。
全宿舎事業者に向けてチェックリストの一斉配布、回収を行う。

コア項目
コア項目を満たした宿舎事業者に対しては、以下のインセンティブを提供。
＜コア項目のチェックリストを全て満たした宿舎事業者へのインセンティブ＞
• マーク付与、宿泊施設名を一覧で公開

ステップ
アップ
項目

理想像を目指す宿舎事業者の後押しとして、以下2段階で取組を実施。

段階①
• 宿舎事業者と公園管理事務所長等との連携協定締結
 宿舎事業者はガイドラインに定められている事項の達成を通じて、国立公園の魅力向上に貢献。
 環境省は、宿舎事業者へ助言を行うとともに、国立公園魅力向上についての取組を実施。合わせて、連携協定先やそ

の内容に係る広報等を実施。
 なお、協定を結ぶことのできる宿舎事業者は、コア項目を全て満たす相手とする。

＜連携協定を締結した宿舎事業者へのインセンティブ＞
• 国立公園オフィシャルパートナーとのマッチング
• 国立公園補助事業への優先採択
• 「国立公園に、行ってみよう」HPや日本政府観光局（JNTO）のHPでの個別紹介 等

段階②
• 段階①の運用状況も踏まえ、表彰制度も検討

ガイドライン運用で目指すこと
 全ての国立公園宿舎事業者がコア項目を満たすことで、宿舎事業者自身に保護と利用の好循環の取組に関与

いただき、国立公園内のブランド力を高める。
 また、ステップアップ項目の実施により高み（＝「理想像」）を目指す宿舎事業者の後押しを行うことで、「国立公

園ならではの宿泊施設」としての高付加価値な滞在体験の提供を目指す。
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令和8年度の実施事項（予定）

１．ガイドライン運用関係

① 運用開始に向けた準備（春～秋）

・チェックリスト配布・回収や連携協定に係る取組の実施方法の整理

※ チェックリスト回収は郵送の他、オンライン対応も想定

※ 連携協定先の募集方法（公募等）や締結先に対する支援（アドバイザー派遣）等について整理

② チェックリストの配布・回収（秋以降）

・全ての宿舎事業者にチェックリストを配布・回収し、結果を分析

③ 連携協定先の募集、協定の締結（秋以降）

・宿舎事業者を選定の上、連携協定を締結し、協定に基づく取組を実施

④ 令和8年度の取組のレビュー（秋以降）

・②、③の取組状況を踏まえ、今後対応が必要な事項について整理

２．広報関係

① ガイドラインの概要版の作成（春～）

② ガイドライン及び概要版の英語版の作成（春～）

③ セミナー・説明会の実施（秋以降）

・チェックリストの配布・回収にあわせ、ガイドラインの内容や活用方法等についての説明会実施を想定

・宿泊事業者にとって有益な内容とガイドラインに係る説明を組み合わせたセミナー開催も想定

・チェックリスト配布に先立つ周知の方法についても検討
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国立公園ならではの宿泊施設との連携方策検討会 

開催要領 

 

 

（目的） 

第１条 国立公園満喫プロジェクト有識者会議のもとに、国立公園ならではの感動

体験の提供や、国立公園の保護と利用の好循環に貢献する宿泊施設との連携

方策を検討するために必要な助言を得ることを目的として、国立公園ならで

はの宿泊施設との連携方策検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（役割） 

第２条 検討会は、国立公園ならではの感動体験の提供や、国立公園の保護と利用

の好循環に貢献する宿泊施設との連携のために、次に掲げる事項について助

言するものとする。 

（１）国立公園ならではの宿泊施設との連携のための取組方針に関する事項 

（２）国立公園ならではの宿泊施設との連携のための具体的な方策に関する事項 

（３）その他、（１）（２）の推進に当たって必要な事項 

 

（構成） 

第３条 検討会は環境省自然環境局長から委嘱された有識者を委員として構成する。 

 

（運営） 

第４条 検討会は、座長が議事進行を行う。 

   ２ 座長は、環境省が委員の中から選出する。 

   ３ 座長は、必要に応じて、委員以外の有識者等に対し、検討会への出席を求

めることができる。 

   ４ 座長は、自らが検討会に出席できない場合、委員の中から座長代理を指名

することとする。 

   ５ 検討会は、原則として公開とし、議事については議事要旨を公開するもの

とする。なお、資料についても原則公開とするが、公開することが不適切な

ものについては座長の判断で非公開にできる。 

 

（事務局） 

第５条 検討会の事務局は、環境省自然環境局国立公園課に置く。ただし、必要が

あると認められる場合は、事務の一部を委託することが出来る。 

 

（その他） 

第６条 上記の定めのない事項で、検討会の運営に必要なものについては、別に定

める。 

 

（附則） 

この要領は、令和６年５月 10日から施行する。 

参考資料２ 
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第７回 国立公園ならではの宿泊施設との連携方策検討会 

議事概要 
 
■日時：令和７年 12 月 11 日（木）9:30～12:00 
■場所：TKP 東京駅カンファレンスセンター1A（オンライン（Teams）併用） 
■出席者： 
【有識者】（50 音順・敬称略） 
 北海道大学 教授                    愛甲 哲也（オンライン） 

國學院大學 教授     井門 隆夫（オンライン） 
 和歌山大学 教授／武蔵野大学 教授   加藤 久美 
 國學院大學 教授     下村 彰男 
 アジアエコツーリズムネットワーク（AEN）創設理事長 

一般社団法人 JARTA 代表理事    高山 傑 
 トラベルジャーナリスト     寺田 直子 
 Deneb 株式会社 共同創業者 代表取締役 
 アトリエラパズ株式会社 代表取締役   永原 聡子（オンライン） 
【環境省】 
 自然環境局国立公園課長     長田 啓 
    自然環境局国立公園課インバウンド推進室長        澤田 大介 
 自然環境局国立公園課インバウンド推進室長補佐  知識 寛之 
 自然環境局国立公園課インバウンド推進室長補佐  古川 遥香 
 自然環境局国立公園課国立公園利用推進室長  立田 理一郎 
 自然環境局国立公園課国立公園利用推進室長補佐  中原 一成 
 
■議事内容： 
1. 開会 
2. 環境省挨拶 
3. 議事 

（１） 国立公園ならではの宿泊施設に関する試行的取組の進捗について 

（２） 前回検討会の指摘事項と対応方針等について 

（３） 令和８年度以降の運用方針（案）について 

（４） ガイドライン改定版（素案）およびガイドライン手引き（素案）について 

4. 閉会

参考資料３ 
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 開会・環境省挨拶 

○環境省 
 本会議は、オンライン併用、公開で行う。会議資料についても公開とする。会議概要につい

ては事務局で作成し、委員の了承をいただきホームページにて公開する。 
 愛甲委員、井門委員、永原委員はオンライン参加。 
 
○環境省自然環境局国立公園課長 長田 
 前回の検討会が 10 月２日だったが、様々なご意見をいただいた。ご意見に基づき、ガイドラ

インの改定案とガイドラインの解説版にあたる手引きを事務局で作成している。今回、これ

についてしっかりとご議論をいただき、年度内にもう一度、検討会を開催し、最終的なとり

まとめとさせていただきたいと思う。本日は、あらゆる観点からご指摘をいただきたい。来

年度以降の取り組みの方向性についてもご説明をさせていただく。 
 
○下村座長 
 本日は、試行的取組の進捗とともに、ガイドラインと手引きの素案について、忌憚なくご意

見をいただきたい。 
 

 議事 

(1)   国立公園ならではの宿泊施設に関する試行的取組の進捗について 
○環境省 
 資料１-１、１-２に基づき事務局（環境省）より説明。 

 
○下村座長 
 5 件の連携宿泊施設の取組は事務局が伴走して進めているので、着実に進んでいる。各委員

にも折に触れて視察等していただいており、比較的順調に進んでいるという認識である。ま

た、資料１-２の通り意見交換会も実施している。意見交換会に寺田委員と加藤委員がご参加

いただいているので、ご感想を含めてお話頂ければと思う。 
 
○寺田委員 
 参加させていただき本当に良い時間だったと思う。自分たちがこの方向性でやっていいのか、

正しいのか不安に思っている宿舎事業者もみえたが、共有できる時間や課題も含めて話合う

ことで解消した部分もあったようである。環境省としてやるべき取組の 1 つだと感じた。 
 そのなかでは、現地の保護官の存在が大きいと感じた。日頃から地元の宿舎関係者やそれ以

外の方々との繋がりのなかで確認や共有が行われていることを認識した。まずは全国の現地

の保護官にこの取組の重要さ、本省や連携宿舎の熱量を共有することが大事だと思った。一

体になって共有する時間をこれからも設けてほしいという意見もあり、今後の進捗において

は、不定期でも良いので、このような意見交換会が開催されることが重要と感じた。 
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○下村座長 
 現地の保護官の重要性についてご指摘をいただいた。だからこそ取組姿勢が変わらないよう

にといったご意見が連携宿舎からも出てきたのではないか。どうすれば継続的な取組となる

かは今後の課題である。今回は 5 件を対象としたため伴走支援ができたが、これから始める

宿舎事業者に対する支援についてもご検討いただきたい。 
 
○高山委員 
 そもそもこのガイドラインを使うことで宿泊施設の運営の持続可能性を高めるということが

大きな意義となるが、意見交換会の中でサステナビリティの話が出ていない印象である。私

の専門領域から言うと、地球温暖化を含めた国立公園における脅威を共有していただいて、

それが課題となり、その課題がインタープリテーション計画やストーリーの中でも言及され

ることが重要である。それを読んだ利用者が保全を一緒にやっていこう、国立公園や国立公

園の宿泊施設を利用し、より良い施設になっていってほしいと思ってもらえることが理想的

な姿ではないか。意見交換会のなかでどのような話があったか気になった。 
 
○環境省 
 サステナビリティの話はあまり意見交換会には出てこなかった。試行的取組に関する意見交

換を重視したところもあるため、サステナビリティを確保しないことによる今後の脅威を提

示できていなかったところもある。 
 
○下村座長 
 ガイドラインの項目については、今回ブランドプロミスに則って大きく改編されている。今

後、内容についての具体的な意見が出てくると良い。現在は運用検討に重点が置かれている

ところではあるが、ガイドラインの公表後も項目に関しての意見交換ができると良い。 
 
○環境省 
 主な意見の下から 3 つ目の立地環境に合わせた取組というところで、雪国の方々から、サス

テナビリティを担保するような取組を色々なところで求められるが、立地上十分に実施出来

ないのが実情とご意見をいただいた。立地条件に関わらずやっていただけるようなガイドラ

インとして作り上げていきたいと思う。 
 
○下村座長 
 5 件の連携宿舎の採択の際に、尾瀬小屋、第一滝本館、ホテルジャパン志賀は、既存の組織と

して地域や国立公園を支えてきた施設で、山小屋、大規模な宿泊施設、地域をあげて取組む

宿泊施設というモデルである。また、今後の新たなあり方としての水際のロッジ、これから

取組むらうす餐荘がある。それぞれの位置づけが異なるため、今後、類似施設でどのように

取組むのかに関するモデルという観点で、試行的取組の成果としてまとめて頂きたい。 
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(2)   前回検討会の指摘事項と対応方針等について 
○環境省 
 資料２、３、４、５-１、５-２に基づき、事務局（環境省）より説明。 
 
(3)   令和８年度以降の運用方針（案）について 
○下村座長 
 まずは資料４の運用方針について、ご意見があればお願いしたい。次回の最終回においては、

試行的取組の成果、ガイドライン、手引きの取りまとめに特化した議論にしたい。 
 
○加藤委員 
 広報は今後どなたを対象に広めていくかという中で、教育機関も視野に入れていただけると

良いと思う。持続可能な観光について、教育活動している大学の観光学部や地域創造に関す

る学部、自然保護に関する教育機関もある。私も授業の中で持続可能なガイドラインを教科

書的に使っている。広報対象として検討いただきたい。 
 
○環境省 
 関連する大学等の教育機関にどのようにアプローチしていけば良いか、今後ご知見をいただ

けるとありがたい。 
 
○寺田委員 
 チェックリストの配布・回収のスケジュール感はどのようなイメージか。エネルギー使用量

の前年比確認などは、宿泊施設によっては唐突感もあり、難しい部分もあると思う。かなり

事前からの周知（今の時点からデータを確認してもらうなど）が必要ではないかと思った。 
 
○環境省 
 基本的には来年度に配布から確認まで実施する。初めての取組でもあるため、配布時点の状

況で回答頂き回収する前提である。それほど長い回答期間を設けることは考えていない（長

くても数カ月程度を想定）。ご指摘のエネルギー使用に関する項目は、宿泊施設で把握した上

で前年同期と比較して見直しを行っているかという項目のため取り組んでいなければチェッ

クがつかない項目であり、初見でもやっている・やっていないで判断できるような配慮もし

ている。 
 今年度からの事前周知についてご意見をいただいたが、現時点でも各地の保護官からガイド

ラインについての説明をしていただいているところもある。来年度前半にかけて各保護官に

周知を行っていく中で、可能な範囲で宿舎事業者に事前に伝えていくことは可能かもしれな

い。 
 宿舎事業者に一斉に調査するのは、おそらく 7～8 年ぶりとなる。やってみないと分からない

ところはあるが、経年的な確認として重要という認識である。来年度の結果を踏まえて、そ

れ以降の実施内容を考えていきたい。 
 



5 

○下村座長 
 一斉に実施すること自体が、宿泊施設としては大きなインパクトとして受け止めてもらえる

のではないかと思う。 
 
○高山委員 
 光熱費関係は遡って確認できると思うが、湧水利用で水道にメーターがついてないところは

どうするのかという思いはある。そのような観点も踏まえて環境省らしい説明会にしていた

だきたい。ガイドラインの項目を説明するだけではなく、そもそもなぜ取組まないといけな

いのかという環境教育の観点で大学と連携するなど、宿舎事業者が自分ごととして腑に落ち

る説明をお願いしたい。 
 
○永原委員 
 宿泊施設へのヒアリング、チェック項目の確認など、かなり大変な作業だと思うが非常に貴

重なデータベースになると思う。各施設がチェック項目以外に困っていることについても情

報を収集する良い機会になるのではないか。このような取組の機会もそうそう無いため、チ

ェックリストとは別に質問事項欄や困っていることを記載できる仕組みがあると良いと思う。 
 
○環境省 
 ご意見を踏まえて対応したい。 
 
○井門委員 
 ご自身で困られていることだけでなく、例えばサステナビリティに関する取組を推進するこ

とでお客様に負担を強いる部分もあり、クレームなど宿泊施設が得てしまう不利益なども想

像しながら対応頂きたいと思う。このような点もフォローしていかないとステップアップ項

目まで辿りつかないのではないかと思った。 
 
○下村座長 
 利用者の反応も確認できないかというご意見についていかがか。 
 
○環境省 
 ご指摘の内容は広報関係のセミナー・説明会の実施において重要と捉えている。宿泊施設に

とって有益な内容を提供していく必要があると認識している。ガイドラインのチェック項目

の説明だけでなく、チェック項目にある取組がいかにプラスに働くかという点も提示しなが

ら有益な内容を提供できればと思う。 
 
○下村座長 
 環境省からの広報内容についても検討いただきながら、利用者の反応に関しても確認できる

仕組みも検討いただきたい。 
 
○愛甲委員 
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 以前から気になっているのは山小屋の扱いである。このチェックシートが配布・回収が秋以

降となると、営業期間との兼ね合いも確認していただく必要がある。宿舎事業者には山小屋

も含まれるため、現地事務所を通して丁寧に説明や広報を実施して頂きたい。 
 ちなみに、チェックリストの配布・回収・広報は、本省から直接いくのか。それとも各事務

所を通していくのか。各公園で協議会や会議体があるため、そのような場でも共有して広報

していただくと非常に効果的だと思う。宿泊施設以外の事業者の方や関係者も知っていただ

くべき内容だと思う。 
 
○環境省 
 山小屋に関しては、冬季の営業期間外に山小屋に送っても届かないため、現地事務所とも相

談して有効な手段を検討したい。 
 チェックリストの配布回収の方法は、本省から一斉送付を考えている。各公園の協議会等で

の紹介は国立公園に関連する皆様に知っていただくためにも非常に重要だと思う。現地事務

所と連携して対応したい。 
 追加で、ご指摘のあった湧水の把握について、手引きの 12 ページの項目 36 に該当する。湧

水を利用していて使用量の把握が難しい場合はチェック不要として適用条件を付与している。

ただし、湧水であっても子メーターを設置したら把握でき、その方が望ましいということも

記載しており、取組を促していきたい。山小屋も試行的取組の連携宿舎として参加いただい

ているため、ご意見を頂き精査していきたい。 
 
○下村座長 
 国から一斉送付の場合、地域によって受止め方が異なる可能性もある。どのような内容で、

どのように進めていくかについて、現地事務所の保護官を通じて、既存の協議会や組織に伝

えないとなかなか進まない可能性もある。そういった段取りについても可能な限り、次年度

に入ってからでも問題無いが、詰めていただきたい。 
 また、ガイドラインの内容だけではなく、宿泊施設が抱えている課題や利用者の反応といっ

たところも確認できる仕組みを考えていただきたい。 
 運用方針に関する各委員のご意見はこのようなところでよろしいか。 
 
○各委員 
 意見無し（了承）。 
 
○下村座長 
 運用に関しては、引き続き詳細を検討いただきたい。新たな取組を始めると様々な課題も出

てくるため、事前に想定しながら進めていただきたい。 
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(4)   ガイドライン改定版（素案）及びガイドライン手引き（素案）について 
○下村座長 
 ガイドラインは大きく再編いただいた。項目等が分かりやすくなった印象であるが、ご意見

があればお願いしたい。 
 
○高山委員 
 ガイドラインの 14 ページの 42 が温室効果ガス排出量となっているが、実際に 43 を見ると

カーボンしか書いていない。フロンやメタンも含まれるのか。また、施設によっては排出量

が測れないため、提示方法は考えていただきたい。 
 
○下村座長 
 3 ページのガイドラインの使い方の図について、この図ではコア項目がどのような性格のも

のか伝わらない。例えば、表の説明を追記するなど、見せ方を改めて検討いただきたい。コ

ア項目は全てクリアしていただくことを明記すべきである。下の項目名がブランドプロミス

になっているため、ガイドラインの項目にすべきである。 
 
○環境省 
 ご指摘を踏まえて検討・修正する。 
 
○下村座長 
 4 ページのブランドプロミスとガイドラインの関係について、必ずしも一対ではないため、

一部補完している項目なども示せるように矢印を活用して関係性を示すなど検討してほしい。 
 
○環境省 
 関係性としては、ブランドプロミスの考え方の中に宿泊施設として取組むことが包含されて

いる状況である。例えば、ブランドプロミスの「サステナビリティへの共感」の中に「持続

可能な国立公園づくりの参画」を位置づけている。 
 
○下村座長 
 一覧表にすることで理解されない場合も想定されるため、関係性を分かりやすく提示できる

よう工夫をお願いしたい。 
 
○高山委員 
 ガイドラインの対象について、全ての宿舎事業者となっているが、キャンプ場、保養所、簡

易宿泊、民泊も対象となるのか。 
 
○環境省 
 ガイドラインの運用については、まずは宿舎事業者の認可を受けている宿泊施設が対象とな

る。他方で、ガイドライン自体は国立公園内に存在するすべての宿泊施設に向けたメッセー
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ジとして作成している。 
 キャンプ場（野営場）は、グランピングなどを除き泊まる建物が無いことがあるため対象に

なることが難しいと思っている。そのあたりも含めて対象とする宿泊施設を整理する。 
 
○下村座長 
 環境省からのメッセージの部分は明記頂きたい。 
 また、環境省の国立公園事業において、キャンプ場（野営場）は宿舎事業とは別の事業にな

っている。対象を整理して明記し、環境省の姿勢を示してほしい。 
 
○寺田委員 
 編集的な視点として、ガイドラインの 4 ページも縦組にすべきである。読みづらい。 
 手引きの使い方として、番号が相番になると思うが、他の数字のフォントと変えるなど、分

かりやすくする工夫をお願いしたい。ガイドラインと手引きのチェック項目も番号をスムー

ズに辿っていけるようにしていただきたい。 
 
○下村座長 
 全体の印象として、ブランドプロミスの項目にしたことによって、分かりやすくなった点と

伝わりにくくなった点がある。工夫していただきたい。 
 
○下村座長 
 手引きを含めてお気づきの点があればお願いしたい。未定の部分を含めるともう少し分量が

増えるイメージか。 
 
○環境省 
 今後追加するのが取組事例である。件数を踏まえると 10 ページ程度の追加を想定している。 
 
○加藤委員 
 ガイドラインはセルフチェックが前提であるが、チェックして良い状況なのかどうかを迷う

ことが想定されるため、チェックの考え方の記載が大変重要である。各項目についてチェッ

クの考え方が記載はされているが、冒頭で想定する項目を実施していればチェック可能とい

うのがガイドラインとしての主旨であるため、それぞれに記載する必要が無いのではないか。

他方で、例えば 1 番のところのような「全ての定量的な目標が設定されていなくても良い」

といった特筆すべきことは記載して、チェック可能であることを示せば良く、その方が分か

りやすいのではないか。やっていなくても良いというミスリードにつながることを懸念して

いる。 
 手引きの 7 ページの「国立公園ならではの目指す姿」の冒頭に「海外ではこうだが日本では

こうではない」という記載があるが、削除をお願いしたい。環境省がこのガイドラインを作

成し運用していく意義として、国立公園があり、脱炭素や資源循環、自然共生に向かってい

く今の社会だからこそ必要だという点を強調していただきたい。海外ではやっているけど日

本ではやっていないということが冒頭に出てくると弱気に聞こえてしまう。海外のスタンダ
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ードもきちんと考慮しているということは明記してもよい。 
 また、「自己変革や学びを得るアドベンチャートラベルに対する」との記載があるが、これは

アドベンチャートラベルに関することだけではないため、学びを得る旅の形という記載でも

良いと思った。 
 最後に、「自然保全に参画いただくことが唯一無二の滞在体験にもなる」という記載について、

それ自体が保全にも経済循環にもつながっていくことが記載されていても良いと思った。 
 
○下村座長 
 姿勢の示し方は難しいが、宿泊施設にとって必要なことであることを示して頂きたい。 
 
○高山委員 
 21 ページについて、現場を知っている者から見ると修正が必要な点がいくつかある。 
 例えば、コア項目の 27 番について、発電機は重油や軽油を使うが対象として読めない。 
 また、コア項目の 28 番に電球等と書いてあるが、そもそも電球が無いところもある。また、

エコマークの商品であれば空調と書くよりは冷暖房機器と書いた方が良い。照明の場合は機

器と言わず照明器具と言うため見直しが必要である。そのほか、日本の場合は温水機器があ

り、特に電気便座はずっとついているものに対しては日本特有のものではあるが、チェック

対象とするかどうか確認する必要がある。 
 全てを網羅するには時間がかかるため、どのように精査していくのかという指摘である。 
 
○環境省 
 年度末までに可能な範囲で、正しい形、丁寧な形に書き換えたい。ぜひ個別にお伺いさせて

いただければと思う。 
 
○寺田委員 
 環境省の姿勢をどう見せるのかというメッセージはとても大事だと思うが、分かりづらくな

らないように配慮いただきたい。公表後、メディアが紹介する際にはおそらくガイドライン

の手引きの 7 ページの「国立公園に期待すること」を AI なども活用しながら概要としてま

とめることが想定される。環境省としては絶対的に譲れないメッセージをしっかり打ち出し

てほしい。 
 
○下村座長 
 頂いたご意見を踏まえて、環境省としての考え方をご議論頂きたい。国立公園ならではの体

験には経済循環の観点も記載されていて良いと思う。ブランドプロミスとリンクさせながら

まとめてほしい。 
 
○愛甲委員 
 手引きの国立公園の概要の説明（２）保護と利用のところは、大変重要な項目である。その

ため、これだけの記載なのかという印象である。「保護と利用の好循環」といった話も出てく

るため、保護とは何か、利用とは何か、を明記すべきである。さらに利用の中で公園事業の
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説明があるが、ここがまたさらっとしていて宿舎事業とは何かを明記する必要がある。現状

の宿舎事業者を対象にするとはいえ、宿舎事業を続けていくために必要なことなどが記載さ

れていないと、これまで宿舎事業者として施設運営している方々に、改めて周知していくと

いう観点では記載内容が不足している。 
 取組事例集について、「自然風景の保全」に事例が無いということか。 
 
○環境省 
 手引きの 17 ページについて、現状ここの項目のステップアップ項目が、自然共生サイトへの

認定を受けているか共同して登録をしているかというところになり、直接繋がる事例が見つ

かっていない。例えば、41 ページの項目 63 番で景観向上の取組については触れているため、

このような点で事例を追加できないか検討中である。ステップアップ項目について基本的に

事例を載せているが、保全の取組のステップアップ項目が共生サイトだけになっていること

から、事例が示せていないのが現状である。 
 
○愛甲委員 
 それは理解できるが、まるで自然風景の保全を軽視しているように見えてしまうのは良くな

い。自然風景の保全についての事例が今は無いとしても、例えばこのような取組が考えられ

るということを記載することでも良いと思う。場合によってはコア項目に関係あることを事

例として挙げるということでも良いと思う。自然風景の保全を軽視するように受止められる

のは非常に環境省としても良くないのではないか。 
 
○環境省 
 ご指摘ごもっともである。ご指摘踏まえて検討したい。 
 
○下村座長 
 自然風景の保全をどれぐらい広く考えるかだが、例えば志賀高原の和合会が実施している建

物のセットバックも広くとらえれば自然風景の保全に繋がるひとつの事例と言えるだろう。 
 また、公園事業における宿舎事業の位置付けについても明記が必要である。宿舎事業の把握

も運用上必要な観点でもあるため、記載していただきたい。 
 
○環境省 
 一般の事業者に見て頂くということでかなり記載を落とした部分があった。文字で増やして

いくと分かりにくい部分もあるため、ビジュアル的なところも含めて検討していきたい。 
 
○井門委員 
 宿泊施設向けの Q&A 集のようなものがあると良いと思う。現場で話を聞く限りは、温泉地

は燃油の利用は減らしたいのはやまやまだが、温泉を止めることはできない上にシャワーの

利用も増加しており、水利用も燃油利用も増えている。どのように減らせるか、もう少し具

体的な方法を示してほしいなどの意見もある。ごみの分別に関しても市町村に従えと書かれ

ているものの、市町村の取組にも差異があり、サーマルリサイクルになるのか、マテリアル
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リサイクルになるのか、リサイクルセンターがあるかによっても対応が異なる。この取組に

よってどのような将来像に繋がっていくのかなど、基本的なことが分からない宿泊施設向け

の対応について、来年度以降でも構わないため、いずれ検討いただきたい。 
 
○下村座長 
 将来的にどのように繋がっていくのかという点については、もう少ししっかり伝えられると

良いと思う。連携協定の意義を含めて、環境省が連携して進めていく点も明記したほうが良

い。環境省が国立公園のブランド化を宿舎事業者と一緒に進めるためのガイドラインである

という位置づけや姿勢がしっかりと伝わるよう工夫してほしい。 
 
○高山委員 
 英語版も出るということも鑑みての意見だが、インバウンド利用も出てくると思うし、これ

が出ると宿に泊まりたいという海外の旅行会社も出てくると思う。それを考えるとアクセシ

ビリティやインクルージョン、特に日本の場合だと大浴場はあるけどトイレも男女しかない

というところだとか、アレルギー対応、ノンポークも含めたところを、どこまでこのガイド

ラインに含めていくかという点も今後検討いただけるとありがたいと感じた。 
 ガイドラインの手引きの 51 ページの Google や booking.com だが、多分 booking.com の

URL に誤りがあるため確認頂きたい。 
 
○下村座長 
 概要版は英語版も含めて次年度作成という認識で良いか。 
 
○環境省 
 運用準備のなかで概要版とガイドラインの英語版を作成する予定としている。 
 
○永原委員 
 全体的なバランスを捉えたときに環境に寄りすぎている点が気になった。 
 また、地域への貢献や地域との連携という項目について、コア項目に入っていてもおかしく

ない内容がステップアップ項目に入っている印象である。現状と目指すべき方向性のギャッ

プがかなりあるからだと理解できるが、この位置づけが日本の出遅れを後押ししている部分

とも言える。宿泊施設が小中学校や地域の若い世代の方々にオープンに体験してもらえる取

組みを行い、新規の雇用を生み出していく機会に繋がるような積極的に取組めるガイドライ

ンができると良いと思った。おそらく難しいことであるが、環境に寄りすぎて規制感を醸成

しない配慮はお願いしたい。 
 
○環境省 
 学校教育に役立てている事例、地域の雇用創出に積極的に貢献している事例は、個別の事例

としては存在する認識である。ガイドラインの項目として全体に求めるものとして書ききれ

ていないというご指摘については、今後検討したい。 
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○永原委員 
 もしステップアップ項目に追加していけるようなことがあれば、経済的な還元、収益から一

定程度の金額をプールして地域の方に魅力を知ってもらうための活動に充てていくことも考

えられる。 
 全体的なバランスとして、どのようにすれば地域の魅力をもっと知ってもらえるのか、地域

に限らず I ターンを含めた雇用機会の創出につながる経済的な資金源を担保できるのか、と

いう点をステップアップ項目に追加しても良いかと思った。 
 
○下村座長 
 国立公園の管理運営の在り方がだいぶ変わってきており、環境省でもこれまでの進め方を大

きく変える転換期にあるという印象である。特に地域との関りがかなり大きく変わってきて

おり、様々な側面での国立公園ならではの取組みのあり方に関する合意が、環境省と、地域

または宿舎事業者との間で図られていない。他方で、地域制の国立公園であるからこそ地域

との連携がウリになり得るものであり、それらも国立公園の管理運営に盛り込んでいくとい

う環境省の姿勢をしっかり打出していただきたい。 
 
○永原委員 
 補足として、例えば地域のお店や商店街、職人や飲食店、その他の店舗との連携というとこ

ろも十分アクティビティに含まれる要素である。アクティビティも自然型のアクティビティ

にとどまることなく、地域事業者との連携という側面も入れていただくと、より密な連携が

実現していくはずである。 
 
○下村座長 
 従前の国立公園は地域と切り離した管理運営をしてきた印象があるなかで、地域との協働で

進めるという方向へ大きく転換しようとしているところである。その姿勢を、国立公園だか

らこそできることとして示していくことが必要である。 
 
○高山委員 
 参考意見だが、グリーンキーの必須項目に地域団体と強いネットワーキングを構築する項目

が入っている。お金を払って終わりでなく、実際に宿の社員が環境、文化、教育などの市民

活動に参加することが設定されている。2 つの団体を選ぶということが必須項目となってい

る。 
 宿泊施設に対して収益還元はハードルが高い話である。他方で、環境と経済の観点で、例え

ば連泊の利用者にはリネン交換を毎日でなく 2 日ないしは 3 日に 1 回にするなどの取組を提

案する。そのような取組のなかで浮いた部分を還元いただくという説明が良い。このような

具体例も明記できると良い。 
 
○環境省 
 例えば、ガイドラインのステップアップ項目 14 番で、地域での雇用創出と働き手の確保に努

めている、24 番で付加した商品を販売し一部を環境保全の活動に還元する、54 番で自然体
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験以外のアクティビティを紹介する際はガイドツアーや伝統文化・食に対する地域の資源を

適正に利用するところで、概念としては入れている。他方で、地域との共生という側面を文

言的に出し切れていないという点の指摘と認識した。現状の記載の中でどこまで概念が伝え

られるか検討していきたい。また、想定する取組のなかで分かりやすく伝わるように検討す

る。 
 
○下村座長 
 その他、全体的な観点など含めてご意見があればお願いしたい。 
 
○寺田委員 
 最終的にプロの校正を経て公表となるのか。予算的、時間的に対応可能であれば、より確実

性が高まると思う。 
 
○下村座長 
 法令的な確認は実施するのか。 
 
○環境省 
 内容として法令的な確認は不要と考えている。また、現状プロの校正を依頼する予定はない。 
 
○下村座長 
 本日の各委員のご意見を踏まえてブラッシュアップしていただき、次回検討会で合意が図ら

れればと思っている。 
 
○環境省 
 第 8 回検討会は 2 月末から 3 月開催で日程調整をさせていただく。 
 
 

 閉会 

○環境省自然環境局国立公園課インバウンド推進室長 澤田 
 本日は長時間にわたり大変熱心なご審議をいただき御礼申し上げる。令和 8 年度以降の運用

方針については、概ねご了承をいただけたと思う。ガイドラインおよび手引きの内容につい

ては大筋内容としてもう少ししっかりと詰めていくべき点があるため、本日いただいたご意

見を踏まえて残りの期間で検討する。必要に応じて各委員に相談しながらより良いものに仕

上げていきたい。今後も引き続きご指導賜りたい。 
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